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令和５年第１回訓子府町議会定例会会議録 

 

 

○議事日程（第１日目） 

令和５年３月９日（木曜日）       午前９時３０分開会 

 

第１  会議録署名議員の指名（４名） 

第２  会期の決定 

第３  議案第２５号 オホーツク町村公平委員会委員の選任について 

第４  議案第２６号 専決処分の承認を求めることについて 

第５  議案第２７号 専決処分の承認を求めることについて 

第６  議案第２２号 財産の処分について 

第７  議案第 １号 令和４年度訓子府町一般会計補正予算（第１５号）について 

第８  議案第 ２号 令和４年度訓子府町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）に 

           ついて 

第９  議案第 ３号 令和４年度訓子府町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

           について 

第１０ 議案第 ４号 令和４年度訓子府町介護保険特別会計補正予算（第２号）につい 

           て 

第１１ 議案第 ５号 令和４年度訓子府町下水道事業特別会計補正予算（第２号）につ 

           いて 

第１２ 議案第 ６号 令和４年度訓子府町水道事業会計補正予算（第１号）について 

第１４ 議案第１３号 訓子府町議会議員及び訓子府町長の選挙における選挙運動の公費 

           負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

第１５ 議案第１９号 第１種会計年度任用職員の給与に関する条例及び第２種会計年度 

           任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改 

           正する条例の制定について 

第１６ 議案第２０号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

第１７ 議案第２１号 国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

第１８ 議案第 ７号 令和５年度訓子府町一般会計予算について 

第１９ 議案第 ８号 令和５年度訓子府町国民健康保険特別会計予算について 

第２０ 議案第 ９号 令和５年度訓子府町後期高齢者医療特別会計予算について 

第２１ 議案第１０号 令和５年度訓子府町介護保険特別会計予算について 

第２２ 議案第１１号 令和５年度訓子府町下水道事業特別会計予算について 

第２３ 議案第１２号 令和５年度訓子府町水道事業会計予算について 
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○出席議員（９名） 

        １番  余  湖  龍  三  君              ２番  西  森  信  夫  君 

        ３番  山  田  日出夫  君              ４番  仁  木  義  人  君 

        ５番  西  山  由美子  君              ６番    （ 欠 番 ） 

        ７番  泉      愉  美  君              ８番  谷  口  武  彦  君 

        ９番  工  藤  弘  喜  君            １０番  河  端  芳  惠  君 

         

○欠席議員（０名） 

 

○地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席した人 

 

              町              長      菊    池    一    春    君 

              副 町 長      森    谷    清    和    君 

              総 務 課 長      硯    見    康    之    君 

              企 画 財 政 課 長      篠    田    康    行    君 

              企画財政課業務監      本    庄    朋    美    君 

              町民課長・元気なまちづくり推進室長       坂    井    毅    史    君 

              福 祉 保 健 課 長      今    田    朝    幸    君 

              福祉保健課長補佐      関    口    好    子    君 

              農 林 商 工 課 長      大    里    孝    生    君 

              建 設 課 長      荒    沢    直    樹    君 

              建 設 課 業 務 監      河    端          健    君 

              上 下 水 道 課 長      森    田    繁    光    君 

              会 計 管 理 者      渡    辺    克    人    君 

              教育委員会教育長      林          秀    貴    君 

              管理課長・子ども未来課長      高    橋          治    君 

              子ども未来課長補佐      卜    部    恵    司    君 

              社会教育課長・図書館長       山    田    洋    通    君 

              農業委員会事務局長      今    田    和    則    君 

              農 業 委 員 会 会 長      細    川    孝    雄    君 

              監 査 委 員      平    塚    晴    康    君 

              選挙管理委員会委員長      森    下    直    治    君 

 

 

○職務のため出席した事務局職員 

              議 会 事 務 局 長      石    岡    宏    造    君 

              議 会 事 務 局 係 長      小    林          央    君 
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開会 午前 ９時３０分 

    ◎開会の宣告 

○副議長（西山由美子君） 皆さま、おはようございます。 

 初めに、閉会中に辞職を許可しました議員の報告をいたします。 

 ２月１４日付、須河徹議長、以上、１名の議員の辞職を許可しました。また、これによ

り、議長を欠くことになりましたので、その取り扱いについて、２月１４日開催の全議員

による協議において、４月３０日までの任期中は副議長が議長を代行することといたしま

したので、ご報告いたします。 

 なお、現在の議員数は９名です。本日の出席議員は９名です。よって、地方自治法第１

１３条の規定により、本日の会議は成立しますので、ただいまより、令和５年第１回訓子

府町議会定例会を開会します。 

 

    ◎開議の宣告 

○副議長（西山由美子君） 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布してあるとおりであります。 

 なお、マスク着用、手指消毒など、新型コロナウイルス感染症対策を実施し、本定例会

を進めてまいりたいと思いますので、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。 

 また、新年度予算議案等、提案理由の説明が長時間にわたる説明員につきましては、提

案理由の説明中に自席で水を飲むことを許したいと思いますので、議員、説明員のご理解

をお願いいたします。 

 なお、企画財政課篠田課長の方から発言の際、首を痛めているため、マイクの関係上、

立って発言することができないことで座って発言することをご了承いただきたいと思いま

す。 

 

    ◎諸般の報告 

○副議長（西山由美子君） 日程に入るに先立ち、事務局長に諸般の報告をさせます。 

○議会事務局長（石岡宏造君） それでは、ご報告申し上げます。 

 本定例会の説明員ならびに閉会中の動向につきましては、印刷の上、お手元に配布のと

おりであります。 

 なお、本定例会に町長から提出されております議件につきましては、議案が２７件であ

ります。その他、副議長からの報告が３件でございます。 

 以上でございます。 

〇副議長（西山由美子君） 以上をもって、諸般の報告を終わります。 

 

    ◎会議録署名議員の指名 

〇副議長（西山由美子君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、副議長において、２番、西森信

夫君、３番、山田日出夫君、４番、仁木義人君、７番、泉愉美君を指名いたします。 

 

    ◎会期の決定 
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〇副議長（西山由美子君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から３月２０日までの１２日間といたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

〇副議長（西山由美子君） 異議なしと認めます。 

 よって、会期は１２日間と決定いたしました。 

 

    ◎町長挨拶 

〇副議長（西山由美子君） ここで、本定例会の招集にあたり、菊池町長からご挨拶がご

ざいますので、発言を許します。 

 町長。 

○町長（菊池一春君） おはようございます。ただいま、副議長からのお許しをいただき

ましたので、本定例会招集のご挨拶を申し上げます。 

 本日、第１回定例町議会を招集申し上げましたところ全員のご出席をいただき厚くお礼

を申し上げます。 

 去る２月５日、午前１１時５０分に前訓子府町長の深見定雄氏がご逝去されました。平

成３年５月の就任から平成１９年４月までの４期１６年もの長きにわたり訓子府町長の重

責を担われ、まさに訓子府町の礎を築かれたお一人でございます。ここに謹んで哀悼の意

を表するものでございます。 

 また、本定例会は、議員の皆さまや私にとりましては、最後の定例議会になりますので、

よろしくお願いをいたします。 

 それでは、本定例町議会に提案しております議案等の概要を申し述べまして、ご理解を

賜りたいと存じます。 

 初めに、人事案件でございます。 

 オホーツク町村会公平員会委員選任につきまして同意を求めるものでございます。 

 次に、各会計の予算補正でございます。 

 一般会計の補正内容としましては、燃料費、電気代等の高騰による需用費の追加補正と

事務事業の実績、あるいは精算による整理予算、さらに今年度に実施が見込まれる大型事

業や地方債借入に伴う将来負担などに備えての基金積立なども含めて提案させていただい

ております。 

 歳入では、農業用施設災害復旧費補助金の追加をはじめ、個人住民税、普通交付税、町

有林林産物売払収入の追加のほか、各種交付金、事業確定に伴う国、道支出金、町債の減

額。 

 歳出では、原油高騰の影響による各施設の燃料費、光熱水費の追加のほか、将来の公債

費負担に備えた減債基金や将来の大型事業へ備えるための各種基金積立金を追加。事業中

止、縮小などによる整理予算を減額し、歳入歳出それぞれ１億３０９万８千円の減額を提

案させていただいています。 

 また、事業費を令和５年度に繰り越して使用するため、農地災害復旧助成事業、道路災

害復旧事業、河川災害復旧事業などの繰越明許費の補正を提案させていただいております。 
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 次に、特別会計、事業会計についてであります。 

 国民健康保険特別会計につきましては、国民保険税の減額、基金繰入金の増額ほか、保

険給付費の増額により、歳入歳出それぞれ７５万３千円の追加補正を提案させていただい

ております。 

 後期高齢者医療特別会計につきましては、後期高齢者医療保険料の追加、一般会計繰入

金の減額などによって、歳入歳出それぞれ１７万３千円の減額を提案させていただいてお

ります。 

 介護保険特別会計につきましては、介護保険料や国庫負担金、支払基金交付金、各種繰

入金などの歳入の減、保険給付費の居宅介護サービス給付費や施設介護サービス給付費の

減、介護予防サービス給付費の増額のほか、各種事業残を減額し、歳入歳出それぞれ１，

８４２万２千円の減額を提案させていただいております。 

 下水道事業特別会計につきましては、各種工事の執行残のほか、農業集落排水事業費、

個別排水処理施設整備事業費の整理などにより、歳入歳出それぞれ５８３万１千円の減額

を提案させていただいております。 

 水道事業会計につきましては、予算第３条で定めた資本的収入では、建設改良費の執行

残に合わせた企業債補助金を７３９万７千円の減額、資本的支出では、建設改良費の執行

残７９６万２千円の減額を提案させていただいております。 

 次に、令和５年度の各会計予算についてですが、一般会計予算と四つの特別会計および

水道事業会計予算につきましては、別冊の予算書として提案させていただいております。 

 令和５年度は、統一地方選挙の年であり、骨格予算となっておりますが、継続事業をは

じめ、年度当初から取り組まなければ町民生活等に影響を及ぼすもの、業務執行に支障が

生じるものにつきましては、計上させていただいておりますので、ご理解のほど、よろし

くお願いいたします。 

 次に、条例の制定などでございます。 

 公職選挙法施行令改正に伴い、選挙運動における公費負担の限度額を引き上げるための

訓子府町議会議員及び訓子府町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部

改正。 

 個人情報の保護に関する法律の改正によって必要な事項を規定するため、訓子府町個人

情報の保護に関する法律施行条例の新規制定。 

 同じく、個人情報の保護に関する法律の改正により、情報公開・個人情報保護審査会の

役割が見直されることから、訓子府町情報公開・個人情報保護審査会条例の新規制定を。 

 同じく、個人情報の保護に関する法律の改正によって、所要の改正をするため、訓子府

町情報公開条例の一部改正。 

 行政手続きを電子申請することができるよう訓子府町情報通信技術を活用した行政の推

進に関する条例の新規制定を。 

 会計年度任用職員の期末手当の支給割合を改正するため、第１種会計年度任用職員の給

与に関する条例および第２種会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条

例の一部改正。 

 人事評価結果を勤勉手当に反映させるための必要事項を規定するため、職員の給与に関

する条例の一部改正を。 
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 出産育児一時金の額の改定のため、国民健康保険条例の一部改正を。 

 ５件の条例改正と３件の条例の制定を提案させていただいております。 

 次に、町有林の林産物の処分について、議決を求める提案をさせていただいております。 

 次に、東２丁目線道路整備に伴う町道路線の廃止と町道路線の認定についての提案。 

 専決処分の承認について、令和５年１月１０日と令和５年２月２日に地方自治法第１７

９条第１項の規定によって、一般会計補正予算の専決処分を行いましたので、その承認を

求めるものでございます。 

 以上、議案２６件の詳細につきましては、人事案件を除き、副町長または各担当課長か

ら説明をさせますので、ご審議を賜りますようよろしくお願いを申し上げ、第１回定例町

議会招集のご挨拶とさせていただきます。 

 

    ◎議案第２５号 

〇副議長（西山由美子君） 日程第３、議案第２５号 オホーツク町村公平委員会委員の

選任についてを議題といたします。 

 提出者からの提案理由の説明を求めます。議案書１４２ページです。 

 町長。 

○町長（菊池一春君） 議案書１４２ページ、人事案件でございますので、私から説明を

させていただきます。議案書の１４２ページをお開きいただきたいと思います。 

 議案第２５号 オホーツク町村公平委員会委員の選任についてであります。 

 オホーツク町村公平員会委員高畑秀美氏は、令和５年３月３１日をもって任期満了とな

りますので、次の者を選任いたしたく、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第９

条の２第２項およびオホーツク町村公平委員会規約（昭和４２年規約第１号）第３条第１

項の規定によって、議会の同意を求めるものでございます。 

 記以下をご覧ください。 

 新たに選任する委員につきましては、記載しておりますが、選任する委員は北海道網走

郡女満別町住吉３６０番地の４にお住まいの山下英二氏でございます。 

 山下氏の略歴を紹介させていただきます。 

 山下氏は昭和３５年２月９日生まれで、現在６３歳、昭和５４年、女満別町役場に奉職

され、平成１５年６月から平成１８年３月まで女満別町長を務められました。平成１８年

４月に旧女満別町と旧東藻琴村が合併し大空町となってから、令和４年４月まで大空町長

を務められております。５期１９年の長きにわたり町長として旧女満別町と旧東藻琴村の

住民が一体感を持ち、安心して住み続けられるまちづくりに尽力された功績は町民だけで

はなく、管内の市町村長などからも高く評価されております。また、旧町村の人事行政の

統一という困難な課題をまとめ上げた山下氏は、まさに公平委員にふさわしく、選任いた

したく、議会の同意をお願いするものでございます。 

 なお、任期につきましては、令和５年４月１日から令和９年３月３１日までの４年間で

ございます。 

 以上、議案第２５号につきまして、ご説明をさせていただきました。ご審議の上、ご決

定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

〇副議長（西山由美子君） 提案理由の説明が終わりました。 
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 これより質疑を行います。１人３回まで質疑を行えます。 

 ご質疑ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

〇副議長（西山由美子君） これをもって質疑を終了いたします。 

 お諮りいたします。 

 議会運営基準の規定に基づき、討論を省略し、ただちに採決したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

〇副議長（西山由美子君） 異議なしと認めます。 

 よって、討論を省略し、ただちに採決することに決定いたしました。 

 これより議案第２５号の採決を行います。 

 本案は原案のとおり同意することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

〇副議長（西山由美子君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり同意されました。 

 

    ◎議案第２６号 

〇副議長（西山由美子君） 日程第４、議案第２６号 専決処分の承認を求めることにつ

いてを議題といたします。 

 提出者からの提案理由の説明を求めます。議案書１４３ページです。 

 企画財政課長。 

〇企画財政課長（篠田康行君） 議案書の１４３ページをお開きください。 

 議案第２６号 専決処分の承認を求めることについて。 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専

決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれを報告し承認を求めるものでございます。 

 今回の予算の専決処分は、国の出産子育て・応援交付金事業により、全ての妊婦・子育

て家庭がより安心して出産・子育てができるように「伴走型相談支援」と「出産・子育て

応援ギフト」１０万円を組み合わせて支援を行うもので、遡及支給する対象者が令和４年

４月以降の出生者も含まれるため専決処分したものでございます。 

 それでは、次のページの専決処分書により、専決処分を行った令和４年度訓子府町一般

会計補正予算（第１３号）の内容を説明いたします。 

 まず、第１条で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２００万９千円を追加し、歳

入歳出の総額を歳入歳出それぞれ５４億１，３６５万４千円とするものでございます。 

 第２項にありますように、この補正における款項の区分ごとの金額等につきましては、

次のページの第１表のとおりですが、これについてはご覧いただくこととし、内容につい

ては、１４６ページの事項別明細書により説明をさせていただきます。 

 それでは、事項別明細書の説明をさせていただきますが、先に歳出を行い、その後、歳

入の説明を行いたいと思います。 

 それでは、１４７ページの歳出になります。 

 上の表の４款、１項、１目、保健衛生総務費の事業区分、出産・子育て応援支援事業の
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役務費の通信運搬費では、対象者世帯に対する制度通知と申請にかかる郵送料２千円を計

上。 

 手数料では、口座振込手数料７千円を計上。 

 扶助費では、対象見込み２０人に対して出産・子育て応援ギフトとして一人につき１０

万円を支給することから出産・子育て応援支援費２００万円の計上をするものでございま

す。 

 次に、１４６ページに戻りまして、歳入になります。 

 上の表の１４款、２項、３目、衛生費国庫補助金では、事業費に対する３分の２の補助

として妊娠出産子育て支援交付金１３３万９千円の計上。 

 その下の表の１５款、２項、３目、衛生費道補助金では、事業費に対する６分の１の補

助として出産子育て応援事業費補助金３３万４千円の計上。 

 その下の表の１９款、１項、１目、繰越金では、この専決処分の補正にあたり財源調整

のため３３万６千円を追加するものでございます。 

 以上、専決処分の承認を求める内容について、説明をさせていただきましたのでご審議

のほどよろしくお願い申し上げます。 

〇副議長（西山由美子君） 提案理由の説明が終わりました。 

 これより、質疑を行います。１人３回まで質疑を行えます。 

 ご質疑ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

〇副議長（西山由美子君） 質疑がないようですので、これをもって質疑を終了いたしま

す。 

 これより討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

〇副議長（西山由美子君） 討論がないようですので、これをもって討論を終了いたしま

す。 

 これより、議案第２６号の採決を行います。 

 本案を原案のとおり承認することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

〇副議長（西山由美子君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり承認されました。 

 

    ◎議案第２７号 

〇副議長（西山由美子君） 日程第５、議案第２７号 専決処分の承認を求めることにつ

いてを議題といたします。 

 提出者からの提案理由の説明を求めます。議案書１４８ページです。 

 企画財政課長。 

〇企画財政課長（篠田康行君） 議案書の１４８ページをお開きください。 

 議案第２７号 専決処分の承認を求めることについて。 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専
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決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれを報告し承認を求めるものでございます。 

 今回の専決処分は、給食センター厨房用備品が故障し、調理作業に支障が生じることか

ら、新たに購入するため、専決処分したものでございます。 

 それでは、次のページの専決処分書により、専決処分を行った令和４年度訓子府町一般

会計補正予算（第１４号）の内容を説明いたします。 

 まず、第１条で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２４２万９千円を追加し、歳

入歳出の総額を歳入歳出それぞれ５４億１，６０８万３千円とするものでございます。 

 第２項にありますように、この補正における款項の区分ごとの金額等につきましては、

次のページの第１表のとおりですが、これについてはご覧いただくこととし、内容につい

ては、１５１ページの事項別明細書により説明をさせていただきます。 

 それでは、事項別明細書の説明をさせていただきますが、先に歳出を行い、その後、歳

入の説明を行いたいと思います。 

 それでは、１５１ページ、下の表の歳出になります。 

 １０款、６項、３目、給食センター費の事業区分、給食センター維持管理事業の備品購

入費の厨房用備品では、フードスライサーが故障し、修繕不能なことから新たに購入する

ため２４２万９千円を計上するものです。 

 次に、上の表の歳入になります。 

 １９款、１項、１目、繰越金では、この専決処分の補正にあたり財源調整のため２４２

万９千円を追加するものでございます。 

 別に配布しております資料６は、今回の補正にかかる投資的事業の資料となっておりま

すので、後ほどご覧いただきたいと思います。 

 以上、専決処分の承認を求める内容について、説明をさせていただきましたのでご審議

のほどよろしくお願い申し上げます。 

〇副議長（西山由美子君） 提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。１人３回まで質疑を行えます。 

 ご質疑ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

〇副議長（西山由美子君） 質疑がないようですので、これをもって質疑を終了いたしま

す。 

 これより討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

〇副議長（西山由美子君） 討論がないようですので、これをもって討論を終了いたしま

す。 

 これより、議案第２７号の採決を行います。 

 本案を原案のとおり承認することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

〇副議長（西山由美子君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり承認されました。 
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    ◎議案第２２号 

〇副議長（西山由美子君） 次に、日程第６、議案第２２号 財産の処分についてを議題

といたします。 

 提出者からの提案理由の説明を求めます。議案書１３７ページです。 

 農林商工課長。 

〇農林商工課長（大里孝生君） 議案第２２号 財産の処分について、その提案理由を説

明させていただきます。 

 次の財産を処分したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例（昭和３９年条例第３１号）第３条の規定により議会の議決を求めるものでござい

ます。 

 記以下について説明させていただきます。 

 事業名は、町有林生産素材販売（その４）であります。 

 本件の伐採箇所は、柏丘保安林の４３林班７２小班ほか３．３ｈａでございます。 

 ２月６日執行の入札において、５社に応札いただいた結果、契約の相手先は、物林株式

会社 営業本部 北海道グループ国産材営業部長 秋元直樹氏で契約金額は１，２７６万円で

ございます。 

 予定価格につきましては９８３万６千円となっております。 

 樹種別の売払材積でございますが、カラマツが１，２９１．４３４ｍ3、雑木が１２４．

３３０ｍ3、合計１，４１５．７６４ｍ3でございます。 

 なお、このページに記載までしておりませんが、用途別で申し上げますと、用材が７５

３．６４７ｍ3、パルプ材が６６２．１１７ｍ3となっております。 

 以上、議案第２２号の提案理由の説明をさせていただきました。ご審議の上、ご決定賜

りますようよろしくお願い申し上げます。 

〇副議長（西山由美子君） 提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。１人３回まで質疑を行えます。 

 ご質疑ありませんか。 

 ２番、西森信夫君。 

〇２番（西森信夫君） ２番、西森です。この柏丘保安林の３．３ｈａに関しましては、

私のところか見える地区にありますが、これに引き続いての林班が南北に延びている林班、

同じような樹期だと思うんですが、これはなぜ一緒にやらなかったのか。そこの理由、ち

ょっと知りたいです。 

〇副議長（西山由美子君） 農林商工課長。 

〇農林商工課長（大里孝生君） 今、西森議員から質問がありました議員のご自宅の近く

の南北の部分についての質問ですけども、現在この保安林の伐採というのは、普通の町有

林とは異なっておりまして、保安林というものは風を防ぐということが一つの目的として、

その役割を果たさなきゃならないので、普通の間伐、皆伐とは、切っていい率というのが

異なってございます。なので、今現在の町の計画の保安林の間伐の状況は今回、ご提案し

た柏丘よりさらに東側の日出を起点として東西に伐採を今、計画的に実行をしておるとい

うような形なので、日出の部分はご存じかと思いますけど、火入れとか行って、来年度、

５年度に植える準備をしているというような形で今は今回ご提案した柏丘の部分を伐採し



 - 11 - 

てやっているというような状況でございますので、ご理解願います。 

〇副議長（西山由美子君） ほかにご質疑ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

〇副議長（西山由美子君） 質疑がないようですので、これをもって質疑を終了いたしま

す。 

 これより討論を行います。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

 討論ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

〇副議長（西山由美子君） 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

 討論ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

〇副議長（西山由美子君） ほかに討論ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

〇副議長（西山由美子君） 討論がないようですので、これをもって討論を終了いたしま

す。 

 これより、議案第２２号の採決を行います。 

 本案を原案のとおり決定することに、賛成の諸君の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

〇副議長（西山由美子君） 挙手多数であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第１号、議案第２号、議案第３号、議案第４号、議案第５号、 

     議案第６号 

〇副議長（西山由美子君） この際、日程第７、議案第１号、日程第８、議案第２号、日

程第９、議案第３号、日程第１０、議案第４号、日程第１１、議案第５号、日程第１２、

議案第６号は、関連する議案なので一括議題といたします。 

 各案に対する提出者からの提案理由の説明を求めます。 

 まず、議案第１号 令和４年度訓子府町一般会計補正予算（第１５号）についての提案

理由の説明を求めます。議案書１ページです。 

 企画財政課長。 

〇企画財政課長（篠田康行君） 議案書の１ページをお開きください。 

 議案第１号 令和４年度訓子府町一般会計補正予算（第１５号）の説明を申し上げます。 

 まず、第１条では、歳入歳出それぞれ１億３０９万８千円を減額し、予算の総額を歳入

歳出それぞれ５３億１，２９８万５千円とするものでございます。 

 第２項にありますように、補正の款項の区分ごとの金額等につきましては、２ページ、

３ページの第１表のとおりでありますが、これについてはご覧いただくこととし、この後

５ページ以降の事項別明細書により説明をさせていただきます。 

 第２条では、翌年度に予算を繰り越して使用することができる繰越明許費について、第

３条では、地方債の補正について定めており、それぞれ第２表および第３表により説明を
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させていただきます。 

 それでは、４ページの第２表 繰越明許費について説明をいたします。 

 この内容につきましては、４６ページの繰越明許費に関する調書をご覧いただきたいと

思います。 

 今回の補正は、６款、１項、３目、農業振興費の農地災害復旧助成事業、１２款、１項、

１目、道路災害復旧費の道路災害復旧事業、１２款、１項、２目、河川災害復旧費の河川

災害復旧事業の３事業で合計２，０９０万円を令和５年度に繰り越すものでございます。 

 なお、農地災害復旧助成事業を除き、今回の補正に伴う変更後の金額となっております。 

 それぞれの事業の財源内訳、繰り越し理由等につきましては、記載のとおりでございま

す。 

 ４ページに戻っていただき、下の表、第３表 地方債の補正では、それぞれ事業の確定

により起債額が変更となった町道舗装修繕事業を含む８事業で、左側は補正前、右側は補

正後の借入限度額となっております。 

 また、一番下の葬斎場設備更新事業につきましては、過疎対策事業債の配分の調整によ

り起債の借り入れを廃止するものでございます。 

 ここで、４７ページにあります地方債の年度末における現在高の見込みに関する調書を

ご覧いただきたいと思います。右端の下から３行目にありますように、令和４年度末の現

在高見込額は５１億４，２１９万３千円となっております。 

 続いて、５ページ以降の歳入歳出予算補正事項別明細書について、説明をさせていただ

きますが、主な補正の内容につきましては、時期も年度末になりましたことから、大部分

は、事務事業の実績、あるいは精算による増減で、いわゆる整理予算になりますので、追

加となる主な事業および特別な要因のあるもののみの説明とさせていただきます。 

 なお、特に今回の減額補正のうち、報償費、旅費、需用費および負担金、補助及び交付

金の補正理由の多くには、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止等を理由とした会議や

事業等の中止による執行見込額の確定でございます。 

 また、需用費の燃料費および光熱水費につきましては、それぞれ灯油代等の値上がり、

電気料金の値上がりにより予算に不足が見込まれることということによる追加となってご

ざいます。 

 また、歳入につきましては、説明欄の記述で歳出の補正予算見合いであることが分かる

もの、あるいは、単なる執行残見合いによるものなどについては、説明を省略させていた

だきますので、あらかじめご了承願いたいと思います。 

 それでは、最初に、歳出から説明をさせていただきますので、１５ページの歳出の事項

別明細書をお開きください。 

 まず、１款、議会費ですが、１款、１項、１目、議会費の事業区分、議会運営費はいず

れも執行見込額確定に伴う減額です。 

 事業区分、事務局費についても同様に執行見込額確定に伴う減額となっております。 

 次に、２款、総務費です。 

 その下の表の２款、１項、１目、一般管理費の事業区分、総務一般管理事業はいずれも

執行見込額の確定に伴うものです。 

 その下の事業区分、庁舎等維持管理事業の需用費の燃料費は灯油の値上がりによりまし
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て５１万８千円の追加、光熱水費は電気料の値上がりによるもので１３７万７千円を追加

し、合わせて１８９万５千円の追加。 

 委託料の電話機器更新業務は執行見込額の確定により１３４万１千円の減。 

 備品購入費の施設用備品では、体温測定を目的としたサーマルカメラ購入額の確定によ

り３７万９千円の減。 

 その下の事業区分、職員管理研修事業の報償費では、職員向けの健康講演会を日赤看護

大学の無料出前講座としたことから、講師謝礼１６万２千円の減。 

 旅費では、自治大学校などにおける研修の取り止めなど執行見込み額の確定に伴い１３

７万２千円の減、負担金、補助及び交付金も研修の取り止めに伴う会議等負担金３７万３

千円の減、非常勤職員の加入が見込みより少なかったことから非常勤職員公務災害補償組

合負担金１０万６千円の減、合わせまして４７万９千円の減。 

 次のページの事業区分、情報管理事業の委託料の行政手続オンライン化システム構築業

務は執行見込額確定による減です。 

 備品購入費は、プリンタ購入等にかかる執行残で３１万１千円の減。 

 その下の事業区分、各種基金積立金では、実績に伴う補正および後年度の財源不足に備

えるための積み立てで、財政調整基金積立金では、利子の確定により２０４万４千円の追

加。 

 減債基金積立金では、後年度の辺地対策事業債、過疎対策事業債、緊急防災・減災事業

債の公債費償還に充てるための積み立てと利子の確定により８，０４５万２千円の追加。 

 ふるさとおもいやり基金積立金では、寄付見込額の減により３，８７９万５千円の減。 

 社会資本整備基金積立金では、利子確定と寄付が１件分で３１万８千円の追加。 

 地域活性化基金積立金は、寄付１件等と基金積立利子の確定ならびに今後見込まれるシ

ステム機器等の更新・改修事業などに備え５，７８０万１千円の追加。 

 森林環境譲与税基金積立金は、利子確定および森林環境譲与税の見込額の確定によるも

ので２５万９千円の追加。 

 以上を合わせまして１億２０７万９千円の追加。 

 次に、３目、財産管理費の事業区分、町有施設維持管理事業の需用費、修繕料では、教

員住宅等が経年劣化により修繕箇所が多くなっていることから３８万９千円の追加、光熱

水費は、電気料金の値上がりにより７万円の追加で合わせまして４５万９千円の追加。 

 備品購入費の住宅用備品では、経年劣化により備品の交換が必要となったことから３万

１千円の追加。 

 次のページの保安林管理費の事業区分、保安林整備事業（補助）の委託料では、執行見

込額確定により２２０万４千円の減。 

 事業区分、保安林整備事業（単独）の委託料では、保安林の皆伐限度面積の制限に伴い

まして事業面積が減ったことから４１０万円の減。 

 その下の８目、企画費の事業区分、企画一般事業の需用費では、執行見込額確定により

３０万５千円の減。 

 事業区分、地方交通対策事業の負担金、補助及び交付金のバス通学定期運賃補助金では、

定期券の購入が減ったことから９１万２千円の減、地域間幹線系統確保維持事業費補助金

では、赤字補填等により２１０万５千円の追加、合わせまして１１９万３千円の追加。 
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 事業区分、まちづくり推進事業の負担金、補助及び交付金では、まちづくりパワーパッ

プ特別対策事業補助金の執行見込額の確定により３１万６千円の減。 

 その下のふるさと思いやり寄付推進事業では、寄付見込額の減に伴い事業全体で２，４

９４万円の減。 

 次のページの、事業区分、地域振興事業の負担金、補助及び交付金では、空き家活用定

住対策補助金の申請件数が見込みより少なかったことから１９４万６千円の減。 

 その下の、事業区分、地域おこし協力隊事業では、地域おこし協力隊が退任したことと

参加するイベントの中止等による減で、事業全体で２９３万４千円の減。 

 次のページの中段の２款、２項、２目、賦課徴収費、一番下段の表の２款、４項、３目、

参議院議員選挙費、次のページの２款、６項、１項、監査委員費につきましては執行見込

額の確定による減となっております。 

 次のページの３款、民生費になります。 

 ３款、１項、１目、社会福祉総務費の事業区分、自立支援サービス事業、その下の事業

区分、地域生活支援事業につきましては、それぞれ利用回数が当初見込みより少なかった

ことによる減でございます。 

 その下の事業区分、国民健康保険特別会計繰出金３１６万２千円の減については、その

内容は特別会計の方で説明をいたします。 

 その下の事業区分、物価高騰等生活支援事業の扶助費では、新型コロナウイルス感染症

の影響により原油価格、物価の値上がりの影響が特に大きいと考えられる非課税世帯を支

援するため、１世帯当たり３万円を支給したものですが、対象世帯を当初７００世帯見込

みましたが、５１８世帯と少なかったことから５４６万円の減。 

 その下の、住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業の負担金、補助及び交付金の電気・

ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金は、電気・ガス等の負担増を踏まえ国の制度を利

用し、住民税均等割非課税世帯等に対し、１世帯当たり５万円を支給したものですが、対

象者世帯をこちらも当初７００世帯見込みましたが、５９９世帯と少なかったことから、

５０５万円の減。 

 電気・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金（町単独分）では、住民税所得割が非課

税世帯に対し、１世帯当たり５万円を支給したものですが、対象世帯を当初２００世帯見

込みましたが、１５９世帯と少なかったことから２０５万円の減。 

 次のページの、２目、高齢者福祉費、事業区分、高齢者福祉一般事業の需用費の食糧費

は敬老祭の中止に伴いまして６９万７千円の減。 

 その下の事業区分、介護保険特別会計の負担金、補助及び交付金の繰出金３１７万８千

円の減につきましては、特別会計の方でその内容を説明します。 

 事業区分、後期高齢者医療事業の負担金、補助及び交付金では、令和４年度の療養給付

費負担額の確定により３２９万６千円の減。 

 繰出金の２６０万４千円の減につきましては、その内容を特別会計の説明の中で行いま

す。 

 ３目、温泉保養センター費、事業区分、温泉保養センター管理運営事業の需用費の光熱

水費は、電気料金の値上がりによりまして３１万４千円を追加。 

 次のページの３款、２項、１目、児童福祉総務費の事業区分、子ども医療費助成事業の
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扶助費は、医療費の増に伴いまして１６６万７千円の追加。 

 その下の事業区分、子育て支援事業の負担金、補助及び交付金では、広域入所利用にか

かる施設型利用給付費の精算に伴い４７万１千円を追加。 

 ３目、児童措置費の事業区分、児童手当支給事業の扶助費の児童手当費では、見込みよ

り児童数が少なかったことや所得上限が設けられたことにより１，４１９万円の減。 

 ４目、児童センター費の事業区分、児童センター運営事業の備品購入費はサーマルカメ

ラ購入にかかる執行見込額の確定によるもので１２万７千円の減。 

 ５目、子育て支援センター費、事業区分、子育て支援センター運営事業の備品購入費も

サーマルカメラ購入にかかる執行見込額の確定によるもので１２万７千円の減。 

 償還金、利子及び割引料の国庫支出金等返還金では、令和３年度子ども子育て支援交付

金の額の確定に伴い２万８千円を追加。 

 次に４款、衛生費になります。 

 ４款、１項、１目、保健衛生総務費の事業区分、妊産婦健康診査事業の委託料の健康診

査業務では、受診見込み数の減によりまして９１万円の減。 

 償還金、利子及び割引料の国庫支出金返還金では、令和３年度母子保健医療対策総合支

援事業の額の確定に伴い６万６千円を計上。 

 その下の事業区分、発達支援事業の委託料では、北見市子ども総合支援センターきらり

への通園児の人数の減および利用日数が見込みより減ったことにより５９万１千円の減。 

 次に、２目、予防費の事業区分、健康診査等事業の委託料では、ピロリ菌検査、がん検

診等受診者の減に伴い１３５万８千円の減。 

 その下の事業区分、予防接種事業の委託料では、風しん抗体検査実施者の減によりまし

て５６万４千円の減。 

 償還金、利子及び割引料の国庫支出金等返還金では、感染症予防事業等補助金の額の確

定によりまして２０万３千円を追加。 

 その下の事業区分、子ども予防保健事業の委託料の予防接種業務は、接種者数が見込み

より減ったことによりまして９３万１千円の減。 

 その下の事業区分、予防対策事業の委託料の蜂駆除業務では、執行見込額確定によりま

して２３万７千円の減です。 

 次のページの事業区分、新型コロナウイルスワクチン接種事業の償還金、利子及び割引

料の国庫支出金等返還金では、令和３年度の新型コロナウイルスワクチン国庫負担金およ

び国庫補助金額の確定に伴いまして３６８万１千円を追加。 

 次に、３目、環境衛生費の事業区分、葬斎場維持管理事業の需用費の燃料費では、灯油

の値上がりによりまして２５万７千円の追加。 

 次に、４目、環境対策費の事業区分、地熱エネルギー利用施設維持管理事業の需用費の

光熱水費では、電気料金の値上がりに伴いまして４２万円の追加です。 

 次に、６款、農林水産業費になります。 

 下の表の、６款、１項、１目、農業委員会費の事業区分、農業委員会運営費の旅費は、

視察研修の日程の短縮などによりまして７８万８千円の減。 

 事業区分、事務局費の負担金、補助及び交付金の農業担い手対策推進協議会負担金は、

出会い事業を対面とオンライン形式の二つの形式での実施に伴いまして経費が抑えられた
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ことから４０万円の減。 

 次のページの、３目、農業振興費の事業区分、農業振興対策一般事業の報酬では、会計

年度任用職員の経営安定所得対策事業にかかる災害対応等による時間外勤務の増によりま

して１１万４千円を追加。 

 事業区分、農業経営確立事業の負担金、補助及び交付金の農業振興連絡協議会負担金は、

事業実績の確定に伴いまして８１万６千円の減。 

 農業振興連絡協議会負担金（北大サテライト）は、コロナの影響による事業中止により

９万円の減。 

 降ひょう被害土づくり対策支援事業補助金は、事業実績の確定に伴いまして４８１万円

の減。 

 スマート農業利用推進事業補助金は、スマート農業機械導入に伴う、免許資格取得費用

に対する負担をすることによりまして、地域の相対的な省力化の実現とスマート農業の普

及拡大を図ることを目的とするものです。対象者２０名を見込み、補助率３分の１以内と

し１４２万３千円の計上。なお、ＪＡきたみらいからも３分の１の補助がございます。 

 事業区分、経営所得安定対策直接支払推進事業の委託料では、執行見込の確定によりま

して１７万３千円の減。 

 その下の事業区分、農業次世代人材投資事業の負担金、補助及び交付金の農業次世代人

材投資資金は、前年の農業所得に応じた変動交付制のため１５０万円の減。 

 その下の事業区分、経営継承・発展支援事業の負担金、補助及び交付金の経営継承・発

展支援事業補助金では、当初事業実施予定者が１１名であったところ、２名の実施者とな

りまして事業費が確定したことにより９００万円の減。 

 その下の事業区分、スマート農業導入支援事業の負担金、補助及び交付金のスマート農

業導入支援事業補助金では、ポストコロナを見据え、生産性向上に資するスマート技術の

全国展開に向けて、農業者が行うスマート機械等の共同購入・共同利用、生産条件に合わ

せた機械のカスタマイズの取り組みなどを推進することを目的とした事業で、３事業主体

に農薬散布用ドローンを各１台補助することから、スマート農業導入支援事業補助金２６

７万９千円を追加。 

〇副議長（西山由美子君） ここで午前１０時４０分まで休憩いたしたいと思います。 

 

休憩 午前１０時２８分 

再開 午前１０時４０分 

 

〇副議長（西山由美子君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

 企画財政課長。 

〇企画財政課長（篠田康行君） 休憩前に戻りまして、４目、畜産業費の事業区分、畜産

振興事業の負担金、補助及び交付金の家畜資質改善対策事業費補助金では、事業実施頭数

が当初２０頭見込んでおりましたところ２頭となったことから４３万８千円の減。 

 草地植生改善推進事業費補助金では、事業中止に伴いまして７０万円の減、飼料高騰対

策事業補助金は、対象頭数の減によりまして１４５万１千円の減で合わせまして２５８万

９千円の減。 
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 次に、５目、農業基盤整備事業費の事業区分、農業基盤整備事業の負担金、補助及び交

付金の北海道土地改良事業団体連合会負担金では、山林川地区、北東地区における線事業

の事業量の増により６千円の追加。 

 道営北見豊郷二地区水利施設等保全高度化事業負担金では、面工事の事業費増により北

見市へのパワーアップ負担金分４万５千円の計上。 

 その他は、各事業費の確定によるもので、合わせまして２，５３８万５千円の減。 

 次のページの下水道事業特別会計繰出金の繰出金では、下水道会計の収支不足の縮小に

より３３７万８千円の減。 

 その下の事業区分、農業水路等長寿命化・防災減災事業の委託料は執行見込額の確定に

よりまして５５万２千円の減。 

 次に、６目、農業交流センター費の事業区分、農業交流センター等管理運営事業の需用

費の光熱水費では、電気料金の値上がりに伴いまして６２万１千円の追加、工事請負費は

執行見込額の確定によるものです。 

 次に、７目、牧場費の事業区分、牧場管理運営事業も執行見込額の確定によるものです。 

 次のページの下の表の６款、２項、２目、林業振興費の事業区分、民有林振興事業の負

担金、補助及び交付金の森林環境保全整備事業補助金では、補助対象地の間伐を国の公共

事業の補助事業に振り替えたことにより７９万７千円の減。 

 その下の事業区分、有害鳥獣駆除事業の委託料のエゾシカ等残滓
ざ ん し

処理業務では、処理実

績の減によりまして９９万８千円の減。 

 負担金、補助及び交付金では、鳥獣被害防止対策協議会負担金は、新規の狩猟免許取得

者がいなかったことや、くくりわな購入実績等もなかったことにより６２万４千円の減。 

 次のページの７款、商工費、１項、２目、商工業振興費の事業区分、商工業振興対策一

般事業の役務費では、新型コロナウイルス感染予防対策生活支援商品券事業および物価高

騰対策生活支援商品券事業の対象者数が当初見込みより少なかったことにより３５万８千

円の減。 

 委託料も、新型コロナウイルス感染予防対策生活支援商品券事業の対象者が当初見込み

より少なかったことにより１１０万７千円の減。 

 負担金、補助及び交付金の店舗出店等支援事業補助金では、執行見込額確定に伴いまし

て３００万円の減。 

 次に、８款、土木費になります。 

 その下の表の８款、３項、２目、道路維持費の事業区分、町道維持管理事業は、当初予

定していた修繕が災害対応となったことから事業全体で７７９万５千円の減。 

 ３目、橋りょう維持費の事業区分、橋りょう維持管理事業、次のページの８款、４項、

１目、河川総務費の事業区分、河川維持管理事業はともに執行残による減でございます。 

 ８款、５項、１目、公園費、事業区分、レクリエーション公園維持管理事業では、公園

作業員の雇用人数が確保できなかったことによる減です。 

 次のページの事業区分、各公園等維持管理事業の需用費、光熱水費は電気料の値上がり

によりまして３５万７千円の追加。 

 工事請負費は、執行残により５０万３千円の減。 

 次に、その下の表の、８款、６項、２目、住宅建設費の事業区分、幸栄団地整備事業の
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補償、補填及び賠償金では、移転者が見込みより少なかったことから２７万円の減。 

 次に、９款、消防費です。 

 ９款、１項、１目、消防組合費の事業区分、北見地区消防組合負担金では３６６万３千

円の減。内容につきましては、４４ページの北見地区消防組合負担金内訳をご覧ください。 

 まず、上の表の３款、１項、３目、訓子府消防支署費の事業区分、庁用光熱水費および

暖房費の需用費、燃料費は、重油の値上がりによりまして２４万円の追加。 

 その下の中段の表、３款、２項、３目、訓子府消防団費から下段の３款、３項、３目の

訓子府消防施設費は、それぞれ事業執行見込額確定によるものでございます。 

 次のページの９款、１項、２目の組合共通経費では、負担金、補助及び交付金で消防本

部共通経費の減に伴いまして２４９万１千円の減です。 

 次に、３４ページに戻っていただき、１０款、教育費になります。 

 １０款、１項、１目、教育委員会費の事業区分、教育委員会運営費の報酬では、任期満

了に伴う委員の選任が月の途中で重複したことから３万３千円の追加。 

 旅費は、執行見込額の確定により５０万円の減。 

 ２目、事務局費は、執行見込額確定によるものですが、比較的補正額の大きい次のペー

ジの事業区分、北海道訓子府高等学校振興事業の負担金、補助及び交付金につきましては

は、通学支援対策助成の対象者が当初見込みより少なかったことや通学困難区域バス運行

費の運行回数の減により３７２万８千円の減となっております。 

 ３目、スクールバス運行費も執行見込額の確定によるものでございます。 

 その下の２項、小学校費、１目、学校管理費の事業区分、学校一般管理事業も執行見込

額の確定によるものでございます。 

 ２目、教育振興費の事業区分、教育振興事業の負担金、補助及び交付金はリコーダーコ

ンテストが動画審査に変更になったことから３２万５千円の減。 

 その下の事業区分、就学援助・奨励事業の扶助費は対象生徒数の減により合わせて１１

２万７千円の減。 

 次のページの３項、中学校費、１目、学校管理費の事業区分、学校一般管理事業は執行

見込額確定によるものでございます。 

 その下の、学校維持管理事業の需用費の燃料費は、重油の使用量等の減によりまして８

０万５千円の減、光熱水費では、電気料金の値上がりに伴い１５８万２千円を追加し、合

わせまして７７万７千円の追加。 

 その下の事業区分、臨時講師配置事業につきましては、執行見込額の確定によるもので

す。 

 次に、２目、教育振興費の事業区分、就学援助・奨励事業の扶助費は、対象生徒数の減

によりまして、合わせて１６４万円の減。 

 その下の次のページにもまたがりますけれども、１０款、４項、１目、こども園費は執

行見込額の確定による減です。 

 その下の表の１０款、５項、１目、社会教育総務費も執行見込額の確定による減。 

 次のページの２目、公民館費の事業区分、公民館維持管理事業の需用費の燃料費では、

重油の値上がりと使用量の増に伴いまして７７万円の追加。 

 修繕料では、老朽化に伴い重油給油管、非常誘導灯、ロビートップライトウレタン防水
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加工など修繕が生じることから６１万円の追加、合わせまして１３８万円の追加。 

 次に、３目、図書館費の事業区分、図書館維持管理事業の需用費の光熱水費では、電気

料の値上がりによりまして５万円を追加。 

 次に、その下の表の１０款、６項、１目、保健体育総務費の事業区分、社会体育活動推

進事業は執行見込額の確定による減です。 

 次のページの２目、体育施設費の事業区分、スポーツセンター維持管理事業の需用費、

光熱水費も電気料金の値上がりによりまして５２万円を追加。 

 その下の事業区分、温水プール維持管理事業の需用費の燃料費につきましても、重油の

値上がりによりまして４０万円の追加。 

 修繕料では、老朽化に伴い給水配管の修繕が必要なため１７万６千円の追加で合わせま

して５７万６千円の追加。 

 その下の事業区分、屋内ゲートボール場維持管理事業の需用費の燃料費は灯油の値上が

りによりまして２０万円の追加。 

 その下の事業区分、屋外運動施設維持管理事業の需要費の光熱水費も電気料の値上がり

によりまして２３万円の追加。 

 次に、３目、給食センター費の事業区分、給食センター維持管理事業の需用費の燃料費

は重油の値上がりに伴いまして３７万８千円の追加。 

 修繕料では、検品室シャッターが経年劣化により故障し修繕するもので３５万２千円の

追加、合わせまして７３万円の追加。 

 次のページの１１款、公債費、１項、１目、元金の事業区分、長期債元金償還では、元

利均等払いの起債の利率の見直しにより元金３９万９千円の追加。 

 次に、２目、利子の事業区分、長期債利子償還では、前年度借入起債の償還利率が見込

んでいたよりも上がったことにより４５万円の追加。 

 その下の表の、１２款、１項、１目、道路災害復旧費の事業区分、道路災害復旧事業の

委託料の道路側溝清掃業務では、北海道開発局の災害対応の路面清掃などにより３００万

円の減。 

 使用料及び賃借料、工事請負費は、執行見込額の確定による減です。 

 次のページの２目、河川災害復旧費の事業区分、河川災害復旧事業の工事請負費では、

被災箇所８か所全てを工事発注予定しておりましたが、一部直営で修繕をしたことで事業

費を減らせたことにより５４０万円の減。 

 原材料費は、執行見込額の確定による減です。 

 その下の表の１２款、２項、１目、農業用施設災害復旧費は、概算事業費確定に伴う減

です。 

 次のページの１３款、給与費、１項、１目、給与費の事業区分、職員給与費では、退職

手当組合負担金の負担率が下がったことに伴う減額となっております。 

 ４８と４９ページの給与費明細書につきましては、今回の補正に伴う内容となっており

ます。 

 次に、５ページ、歳入になります。５ページをお開きください。 

 一番上の表の１款、１項、１目、個人では、農業所得および専従者にかかる給与所得が

当初見込みよりも増加したため、現年課税分５，７２２万８千円の追加。 
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 次に、２番目の表、２款、３項、１目、森林環境譲与税では、税の算定結果に基づきま

して２５万９千円の追加。 

 次に、３番目の表、１０款、１項、１目、地方交付税では、普通交付税額の再算定を含

む交付決定に伴い１億５，５６９万７千円を追加。 

 次に、一番下の表の１２款、１項、１目、農林水産業費分担金では、現年分の各事業費

の確定に伴う減です。 

 ２項、２目、農林水産業費負担金も現年分の事業費確定に伴う減でございます。 

 次に、一番下段の１３款、１項、４目、農業使用料の牧場使用料では、受け入れ頭数の

減によりまして２５６万１千円の減。 

 ６目、土木使用料では、退去による公募期間や修繕期間の増加等に伴い２７７万５千円

の減。 

 次のページの１４款、１項、１目、民生費国庫負担金の障害者福祉費負担金では、障害

児通所給付費等の減に伴う負担金の減。 

 その下の国民健康保険基盤安定負担金では、保険者支援分および未就学児均等割に対す

る負担金の確定により９０万５千円の追加。 

 その下の児童手当負担金では、事業費の確定に伴う減。 

 その下の介護保険低所得者保険料軽減負担金では、保険料の軽減対象額の実績に伴う減、

合わせまして６１７万５千円の減。 

 その下の表の１４款、２項、１目、総務費国庫補助金のデジタル基盤改革支援補助金は

事業費確定に伴い９２万７千円の減。 

 次に、２目、民生費国庫補助金の障害者福祉費補助金は、移動支援事業および訪問入浴

サービス事業の利用者の減により４５万円の減。子育て世帯臨時特別給付金事業は、事業

実績に伴いまして５１２万９千円の減。合わせまして５５７万９千円の減。 

 その下の４目、土木費国庫補助金の公営住宅整備事業費補助金も対象事業費および交付

率の確定に伴い２３５万１千円の追加。 

 次のページの、教育費国庫補助金の特別支援教育就学奨励費補助金では、小、中学校そ

れぞれ補助対象者の減です。 

 その下の表の１４款、３項、１目、総務費委託金の参議院議員選挙委託金では、執行経

費の確定に伴う減。 

 次に、その下の１５款、１項、１目、民生費道負担金の障害者福祉費負担金は、国庫負

担金に連動し減、国民健康保険基盤安定負担金は、保険料軽減分、保険者支援分、未就学

児均等割り保険料負担金の確定による減です。 

 次のページの後期高齢者医療保険基盤安定拠出金は、低所得者等の保険料軽減について

道と町で負担するもので拠出金額の確定に伴う減。 

 その下の児童手当負担金、介護保険低所得者保険料軽減負担金は、それぞれ国庫負担金

に連動し負担金の減。 

 その下の表の１５款、２項、２目、民生費道補助金の障害者福祉費補助金は、地域生活

支援事業費の実績確定による減です。 

 多子世帯保育料軽減支援事業費補助金では、第２子目以降の３歳未満児入所数の増に伴

い１８６万７千円を追加。 
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 次に、４目、農林水産業費道補助金は、次のページまたがりますが、今回補正したスマ

ート農業導入支援補助金事業は、事業費同額の２６７万９千円を追加、その他につきまし

ては、いずれも対象事業費確定に伴う減となっております。 

 次に、６目、災害復旧費道補助金の農業用施設災害復旧費補助金は、事業費および増
ぞう

嵩
こう

申

請による補助率の確定、調査設計委託費が補助対象となったことによるもので、西訓川、

豊坂川、協成川、各災害復旧事業および調査設計委託費分を合わせまして２，０５９万６

千円の追加。 

 その下の表の１６款、１項、２目、利子及び配当金では、各基金利子確定により２０５

万１千円の追加。 

 次のページの１６款、２項、１目、生産物売払収入の町有林林産物売払収入では、出材

積の増および販売単価の上昇に伴い２，０７８万４千円を追加。 

 保安林林産物売払収入では、伐採面積の減に伴い出材積が減となったことから６４４万

１千円の減で、合わせまして１，４３４万３千円の追加。 

 ３目、物品売払収入では、図書館除籍図書等の売払い収入９千円を追加。 

 その下の中段の表の１７款、１項、２目、総務費寄付金のふるさとおもいやり寄付金は

寄付実績を見込み３，８７９万５千円の減。 

 企業版ふるさと納税寄付金では、地方公共団体が地方創生のために実施する取り組みに

対して受けることができる寄付になりますが、９件の企業から寄付があったことから８５

０万円を計上で、合わせまして３，０２９万５千円の減。 

 ３目、民生費寄付金では、１件の寄付があり３１万６千円を追加。 

 ４目、教育費寄付金でも、１件の寄付があったことから１万円を追加。 

 次に、下の表の１８款、１項、１目の財政調整基金繰入金は、今回、補正予算一般財源

の調整により２億５，６８１万２千円を減。 

 次のページの３目、産業後継者育成基金繰入金から、８目、森林環境譲与税基金繰入金

につきましては、充当事業費確定によるものでございます。 

 次に、その下の表の１８款、２項、１目、後期高齢者医療特別会計繰入金では、制度に

かかる広報掲載によりまして３万２千円の追加。 

 ２目、介護保険特別会計繰入金では、繰入金対象事業費の確定により４６万４千円の追

加。 

 次のページの、一番上の表、１９款、１項、１目の繰越金は、前年度繰越金の留保分の

追加となります。 

 その下の中段の表、２０款、５項、５目、雑入の各種事業等参加負担金では、新型コロ

ナウイルス感染拡大防止等の理由により、オホーツク玉入れ大会等各種事業の縮小や中止

により、参加料２０万円の減。 

 市町村振興宝くじ収益金交付金は、サマージャンボ宝くじ交付金と今年度限り「地域活

動推進特別支援交付金」が交付されたことから２１８万６千円を追加、がん検診等負担金、

経営継承・発展支援事業補助金はそれぞれの実績に伴う減です。合わせまして２７２万８

千円の減。 

 次に、一番下の表、２１款、町債につきましては、起債対象事業費が確定したことによ

る補正でございます。 
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 最後に、別に配布の資料１では、財政調整基金及び特定目的基金の保有状況見込みをご

覧いただきたいと思いますが、今回の補正予算による基金積立の追加を行った後の一般会

計の基金保有見込みは、右側の下から４行目にありますように４１億９，３７１万３千円

となっております。 

 また、資料２につきましては、投資的事業の財源内訳を含めた一覧表を作成しましたの

で、後ほどご覧をいただきたいと思います。 

 以上、令和４年度訓子府町一般会計補正予算（第１５号）の内容について、説明をさせ

ていただきました。ご審議の上、ご決定いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

〇副議長（西山由美子君） 次に、議案第２号 令和４年度訓子府町国民健康保険特別会

計補正予算（第２号）についての提案理由の説明を求めます。議案書５０ページです。 

 福祉保健課長。 

〇福祉保健課長（今田朝幸君） 議案書の５０ページをお開き願います。 

 議案第２号 令和４年度訓子府町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について、

提案理由の説明をさせていただきます。 

 令和４年度訓子府町の国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるものと

し、今回の補正は、第１条にありますように７５万３千円を追加し、歳入歳出予算の総額

をそれぞれ８億２，７３６万７千円とするものでございます。 

 ２項の補正の款項の区分ごとの金額等につきましては、５１ページの第１表 歳入歳出

予算補正のとおりですので、ご覧をいただくこととし、その内容につきましては、５２ペ

ージ以降の事項別明細書により、説明させていただきます。 

 それでは、５２ページの歳入から説明させていただきます。 

 １款、１項、１目、一般被保険者国民健康保険税につきましては、１月末におけます調

定額の状況から推計しまして、１節の医療給付費分現年課税分は１，９４５万６千円を追

加し、３節、後期高齢者支援金分現年課税分は６６１万５千円を追加、５節、介護納付金

分現年課税分についても６９５万１千円をそれぞれ追加するものです。 

 ２款、１項、１目、保険給付費等交付金の１節、普通交付金につきましては、１月末に

おけます歳出の２款、保険給付費の決算見込額により４４６万３千円を追加するものでご

ざいます。 

 ３款、１項、１目、利子及び配当金につきましては、財政調整基金の預金利子１千円を

追加するものです。 

 ５３ページになります。 

 ４款、１項、１目、財政調整基金繰入金につきましては、前期高齢者交付金等の返還分

として予算計上しておりましたが、農業所得等が増えたことで税収も増えたことから、国

保会計の収支を調整するため３，３５７万１千円を減額するものでございます。 

 ２項、１目、一般会計繰入金につきましては、金額の確定やそれぞれの決算見込等によ

り、１節の保険基盤安定繰入金は、総額で３２万９千円を減額、２節、出産育児一時金繰

入金につきましても２２４万円を減額、３節、財政安定化支援事業繰入金につきましては

１８万４千円を、４節、その他一般会計繰入金につきましては、４０万９千円をそれぞれ

減額するものでございます。 

 ５４ページの歳出になります。 
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 １款、１項、１目、一般管理費の８節、旅費につきましては、新型コロナウイルスの感

染拡大等の影響により、会議の中止、また、リモートによる会議となったことから２５万

１千円を減額、２４節、積立金につきましては、財政調整基金積立金および基金利子の額

が確定しましたので１８万３千円を減額するものです。 

 これにより、別紙の資料１の基金の保有状況（見込）をご覧いただきたいと思いますけ

ども、表の下から３段目になります。国保財政調整基金の令和４年度末の基金保有額は６，

４５０万７千円となる見込みでございます。 

 ５４ページの方に戻りまして、２款、１項、１目、療養給付費につきましては、１月末

時点での実績見込みにより４２２万２千円を追加、２目、療養費は５９万３千円を減額、

２項、１目、高額療養費につきましては４１９万８千円を追加。 

 ５５ページになりますが、４項、１目、出産育児一時金は３３６万円を減額するもので

す。 

 ３款、国民健康保険事業費納付金は、北海道に納める納付金額の確定により、１項、１

目、医療給付費分は３２８万９千円を減額、２項、１目、後期高齢者支援金等分は６３万

５千円を減額。 

 ５６ページになります。 

 ３項、１目、介護納付金分は１７万４千円を減額するものでございます。 

 ８款、１項、３目、償還金の２２節、償還金、利子及び割引料の特定健康診査等負担金

償還金につきましては、令和３年度に交付されております特定健康診査等に係る負担金に

つきまして、実績より超過交付をされておりましたので、この超過交付金分を返還するた

め６１万７千円を、そして、道支出金返還金につきましては、新型コロナウイルス感染症

の影響により、収入が減少した被保険者の保険料減免分に対する財政措置として交付され

ていました令和３年度分の災害等臨時特例補助金の確定によりまして、超過交付分を返還

するため２０万１千円、合わせて８１万８千円を追加するものでございます。 

 以上、令和４年度国民健康保険特別会計の補正予算の内容について、提案理由の説明を

させていただきました。ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

〇副議長（西山由美子君） 次に、議案第３号 令和４年度訓子府町後期高齢者医療特別

会計補正予算（第１号）についての提案理由の説明を求めます。議案書５７ページです。 

 福祉保健課長。 

〇福祉保健課長（今田朝幸君） 議案書の５７ページになります。 

 議案第３号 令和４年度訓子府町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について、

提案理由の説明をさせていただきます。 

 令和４年度訓子府町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるもの

とし、今回の補正は、第１条にありますように１７万３千円を減額し、歳入歳出予算の総

額をそれぞれ９，９０２万７千円とするものであります。 

 ２項の補正の款項の区分ごとの金額等につきましては、５８ページの第１表 歳入歳出

予算補正のとおりですので、ご覧をいただくこととし、その内容につきましては、５９ペ

ージ以降の事項別明細書により、説明させていただきます。 

 ５９ページの歳入から説明させていただきます。 

 １款、１項、後期高齢者医療保険料につきましては、１月末におけます調定額の状況か



 - 24 - 

ら推計しまして、１目の特別徴収保険料は２００万７千円を減額し、２目の普通徴収保険

料は４１４万５千円を追加するものであります。 

 ２款、１項、１目、保険基盤安定繰入金につきましては、低所得者の保険料軽減分の公

費負担分の額が確定したことにより１８５万３千円を減額。 

 ２目の事務費繰入金につきましては、令和３年度の精算に伴い、本年度の広域連合事務

費納付金の方が確定したことにより３５万６千円の減額と歳出の方で説明いたしますが、

一般会計から繰り入れることとしております１款、１項、１目の一般管理費に計上してい

る事務経費１３万４千円の減額、特別調整交付金で財政措置されることになりました被保

険者証更新にかかる郵送料２６万１千円の減額、これらを合わせて７５万１千円を減額す

るものであります。 

 ５款、１項、広域連合補助金、１目、特別調整交付金につきましては、窓口負担割合の

変更に伴う制度周知のための広報経費分と今年度は被保険者証を２回交付したことから交

付にかかる１回分の経費が補助対象になったことから新たに科目を新設、２９万３千円を

計上するものであります。 

 ６０ページの歳出になります。 

 １款、１項、１目、一般管理費の１７節、備品購入費につきましては、後期高齢者シス

テムで使用しているパソコンとプリンタの更新経費でありますが、予算要求時、新型コロ

ナウイルスの影響で半導体の製造・供給等が滞っている時期で、今後の先行きや価格等へ

の影響も不透明な状況であったことから、定価での予算計上としていたもので、不用額１

３万４千円を減額するものであります。 

 ２款、１項、１目、後期高齢者医療広域連合納付金の１８節、負担金、補助及び交付金

の事務費納付金は、令和３年度の広域連合事務費納付金の精算に伴い３５万６千円を減額、

保険料等納付金につきましては、後期高齢者医療保険料見込額と保険基盤安定負担金の確

定によりまして２８万５千円を追加するものでございます。 

 ３款、２項、１目、一般会計繰出金の２７節、繰出金につきましては、歳入の５款、広

域連合補助金で説明しました制度周知のための広報経費分として交付されます特別調整交

付金を充当するもので、一般会計で支出しております町広報誌に制度周知のための記事を

掲載していることから、その経費分として３万２千円を追加、一般会計に繰り出しするも

のであります。 

 最後に、別に配布しております資料３につきましては、後期高齢者医療特別会計補正予

算に係る投資的事業の資料となっておりますので、後ほどご覧いただきたいと思います。 

 以上、令和４年度後期高齢者医療特別会計の補正予算の内容について、提案理由の説明

をさせていただきました。ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

〇副議長（西山由美子君） 次に、議案第４号 令和４年度訓子府町介護保険特別会計補

正予算（第２号）についての提案理由の説明を求めます。議案書６１ページです。 

 福祉保健課長。 

〇福祉保健課長（今田朝幸君） 議案書の６１ページになります。 

 議案第４号 令和４年度訓子府町介護保険特別会計補正予算（第２号）について、提案

理由の説明をさせていただきます。 

 令和４年度訓子府町の介護保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるものとし、 
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 今回の補正は、第１条にありますように１，８４２万２千円を減額し、歳入歳出予算の

総額をそれぞれ６億３，２２８万９千円とするものであります。 

 ２項の補正の款項の区分ごとの金額等につきましては、６２ページの第１表 歳入歳出

予算補正のとおりですので、ご覧をいただくこととし、その内容につきましては、６３ペ

ージ以降の事項別明細書により説明させていただきます。 

 ６３ページの歳入から説明いたします。 

 １款、１項、１目、第１号被保険者保険料につきましては、第６段階から９段階の所得

区分の被保険者数の増加と年度途中の資格取得および死亡・転出による保険料の増減等に

より、特別徴収保険料につきましては２７８万８千円を追加し、普通徴収保険料につきま

しては３８３万８千円を減額するものです。 

 ２款、１項、１目、介護給付費負担金現年度分につきましては、居宅介護サービス費や

介護予防サービス費等の保険給付費の１月末見込額により、国の負担割合相当額の２５８

万円を減額するものです。 

 ２項、２目、地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合）交付金につきましては、地

域支援事業に要する費用の減額により５７万３千円を減額し、 

 ３目の地域支援事業（包括的支援・任意）交付金につきましても、同様の理由で１万９

千円を減額するものであります。 

 ６４ページになります。 

 ４目、保険者機能強化推進交付金につきましては、交付金額の確定に伴い１４万８千円

を追加。 

 ５目、介護保険保険者努力支援交付金につきましても、同様の理由により６万８千円を

追加するものであります。 

 ６目、特別調整交付金につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が

一定程度下がった被保険者の介護保険料の減額に対する財政支援で、令和３年度に災害等

臨時特例補助金と特別調整交付金から、それぞれ交付を受けておりましたが、どちらも千

円未満切り捨てによる交付であったことから、その端数分が交付されることとなり１千円

を計上するものであります。 

 次に、３款、１項、１目、介護給付費交付金につきましては、保険給付費・予防給付費

の見込額により４１６万８千円を減額、 

 ２目、地域支援事業支援交付金につきましては、地域支援事業に要する費用の減額によ

り６１万９千円を減額するものです。 

 ４款、１項、１目、介護給付費負担金につきましては、居宅介護サービス費や介護予防

サービス費等の保険給付費の１月末見込額により、道の負担割合相当額の２４３万８千円

を減額。 

 ６５ページになります。 

 ２項、１目、地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合）交付金につきましては、地

域支援事業に要する費用の減により２８万７千円を。２目、地域支援事業（包括的支援・

任意）交付金につきましても、同様の理由で１万円をそれぞれ減額するものであります。 

 次に、６款、１項、１目、介護給付費準備基金繰入金につきましては、今年度の介護会

計の収支不足分を基金から繰り入れしておりますが３７４万７千円を減額するものであり



 - 26 - 

ます。 

 ２項、１目、一般会計繰入金の１節、介護給付費繰入金は、保険給付・予防給付に要す

る費用の町負担分でありますが、給付実績見込額の減によりまして１９３万円を減額。 

 ２節、地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合）繰入金は、地域支援事業に要する

費用の町負担分でありますが、見込額の減により２８万６千円を減額。 

 ６６ページになります。 

 ３節、地域支援事業（包括的支援・任意）繰入金につきましても、同じく地域支援事業

に要する費用の見込額の減により９千円を減額。 

 ４節、その他一般会計繰入金の事務費繰入金につきましては、事務費用（総務費）の減

によりまして６７万８千円を減額。 

 ５節、低所得者保険料軽減繰入金は、第１段階から第３段階までの保険料軽減にかかる

国等の負担金額確定により２７万５千円を減額するものであります。 

 ７款、１項、１目、２節、その他繰越金につきましては、令和３年度の年度末に納付の

ありました介護保険料２万５千円を介護給付費準備基金に積み立てるため繰り越しするも

のであります。 

 ８款、３項、４目、雑入につきましては、令和３年度の成年後見町長申立てに伴う本人

費用負担分としまして５千円を追加するものであります。 

 ６７ページの歳出になります。 

 １款、１項、１目、一般管理費の８節、旅費でありますが、各種説明会・研修会が中止、

またはリモートによる開催となったことから１０万７千円を減額するものです。 

 ３項、２目、認定調査費の１２節、委託料の認定調査業務でありますが、調査件数の減

により２２万３千円を減額。 

 ４項、１目、趣旨普及費の１０節、需用費の消耗品は、介護保険制度のパンフレットを

全戸に配布しておりますが、本年度大きな制度改正がなかったことからダイジェスト版で

の作成となったことによりまして２３万円を減額。 

 ５項、１目、計画策定委員会費の１１節、役務費の通信運搬費は、アンケート調査の郵

送件数の減によりまして１１万８千円を減額するものでございます。 

 ６８ページになります。 

 ２款、１項、１目、居宅介護サービス給付費につきましては、訪問介護・通所介護・短

期入所生活介護等の利用者数の減によりまして４５５万９千円を減額。 

 ５目、施設介護サービス給付費につきましても、介護老人福祉施設の利用者の減により

まして１，２００万円を減額するものであります。 

 ２款、２項、１目、介護予防サービス給付費につきましては、通所リハビリテーション

の利用者数の増によりまして１１２万４千円を追加するものであります。 

 次に、３款、１項、１目、介護予防・生活支援サービス事業費につきましては、１月末

決算見込み等によりまして、１２節、委託料のうち、サービス計画作成業務は２０万１千

円を減額、１８節、負担金、補助及び交付金の介護予防・生活支援サービス事業費は、通

所介護の利用者数の減によりまして２００万７千円を減額するものであります。 

 ２目、一般介護予防事業費の７節、報償費は、住民主体の地域での集まりに、歯科衛生

士による口腔ケアの取り組み等に関する派遣要望が少なかったことにより、３万７千円を
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減額。 

 ６９ページになります。 

 ８節、旅費は、新型コロナウイルス感染症の影響で介護予防の研修会がリモート開催と

なったことから４万５千円を減額するものであります。 

 ２項、１目、総合相談支援事業費につきましては、コロナウイルス感染症の影響により

研修会がリモート開催となったことから、８節の旅費３万９千円を減額、１８節、負担金、

補助及び交付金は、研修会の負担金５千円の減額、２７節、繰出金は、１目、総合相談支

援事業費、３目の包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費、４目の地域包括支援セン

ター運営費、９目の任意事業費の減額によりまして、一般会計に繰り出ししております地

域包括支援センター職員の人件費の方に充当分としまして４６万４千円を追加するもので

あります。 

 ３目、包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費の８節、旅費につきましては、コロ

ナウイルス感染症の影響により主任介護支援専門員のフォローアップ研修会がリモート開

催となったことから３万９千円を減額。 

 ４目、地域包括支援センター運営費の８節、旅費についても意見交換会が中止、研修会

がリモート開催となったことから４万５千円を減額するものであります。 

 ６目、認知症総合支援事業費の８節、旅費につきましては、認知症地域支援推進員ネッ

トワーク会議がリモート開催に、認知症カフェの視察が北見市内での視察となったことか

ら４万４千円の減額。 

 ９目、任意事業費の１８節、負担金、補助及び交付金につきましては、１月末におけま

す決算見込みによる家族介護用品購入費助成金３３万６千円を減額するものであります。 

 ７０ページになります。 

 ４款、１項、１目、介護給付費準備基金積立金につきましては、歳入の繰越金で説明し

ましたが、令和３年度の年度末に介護保険料の納付がありましたので、２万５千円を追加

し、準備基金に積み立てるものでございます。 

 これによりまして、別紙の資料１、基金の保有状況（見込）をご覧いただきたいと思い

ます。表の下から２段目、介護給付費準備基金の令和４年度末の保有見込額は２，２４５

万８千円となる見込みでございます。 

 以上、令和４年度介護保険特別会計の補正予算について、提案理由の説明をさせていた

だきました。ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

〇副議長（西山由美子君） 次に、議案第５号 令和４年度訓子府町下水道事業特別会計

補正予算（第２号）についての提案理由の説明を求めます。議案書７１ページです。 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（森田繁光君） 議案書７１ページになります。 

 議案第５号 令和４年度訓子府町下水道事業特別会計補正予算（第２号）につきまして、

提案理由の説明をさせていただきます。 

 令和４年度訓子府町下水道事業特別会計補正予算（第２号）につきまして、次に定める

ものとしまして、第１条第１項では、歳入歳出それぞれ５８３万１千円を減額し、歳入歳

出をそれぞれ予算総額を２億５，５９５万８千円とするものであります。 

 第２項では、歳入歳出予算の補正に関連します区分ごとの金額につきましては、次ペー
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ジ、第１表 歳入歳出予算補正によることとしておりますが、その内容につきましては、

７３ページ以降の事項別明細書の中で説明させていただきます。 

 第２条の地方債の補正につきましては、同じく７２ページの下段の表、第２表 地方債

補正によることとしております。変更内容につきましては、それぞれ事業の確定により借

入限度額を変更するものです。 

 なお、起債の方法および利率については、変更ございません。 

 それでは、７３ページの事項別明細書について、説明いたします。 

 今回の補正につきましては、主に農業集落排水事業と個別排水処理施設整備事業の事業

費確定に伴います補正となります。 

 まず、歳入になります。 

 ３款、１項、１目、国庫補助金、農業集落排水整備更新事業の事業費確定に伴い、不用

額を減額するものでございます。 

 ４款、１項、１目、一般会計繰入金ですが、今回の補正算定により超過となった一般会

計からの繰入金を３３７万８千円減額するものです。 

 ７款、１項、１目、農業集落排水事業債につきましては、事業費の確定に伴いまして下

水道債３０万円、過疎債が４０万円、合わせまして７０万円の減額。 

 ２目、個別排水処理施設整備事業債につきましても事業費の確定により１１０万円の減

額となります。 

 次に、７４ページの歳出になります。 

 １款、１項、１目、一般管理費２２万２千円の減額につきましては、旅費で旅費を伴う

会議がコロナ対策のためウェブによる会議になったことから不用額２２万２千円を減額。 

 同じく、２項、１目、農業集落排水管理費１８１万３千円の減額につきましては、需用

費、光熱水費で燃料高騰による電力料金の値上げにより予算不足分１００万円を追加、役

務費、手数料で汚泥引抜手数料になりますが、汚泥発生量の減少により４４万５千円の減

額、委託料、処理施設維持管理業務では、長期継続契約締結による執行残９１万円を減額、

同じく、委託料、堆肥処理業務では、役務費と同様、汚泥発生量の減少により、堆肥処理

料の減少により５２万３千円を減額、使用料及び賃借料、車両借上料では、汚泥堆肥処理

料の搬出料減により３３万５千円を減額、工事請負費では、公共汚水桝設置工事の執行残

６０万円の減額となっております。同じく、２目、個別排水管理費５０万円の減額につき

ましては、委託料、浄化槽保守点検業務委託料の執行残となってございます。 

 次に、７５ページになります。 

 ２款、１項、１目、農業集落排水事業費１３０万６千円の減額につきましては、委託料

で農業集落排水施設機器更新工事に関わる管理業務の契約執行残１５万６千円の減額。工

事請負費で、同じく、農業集落排水施設機器更新工事の事業費確定に伴う執行残１１５万

円の減額となります。 

 次に、２目、個別排水施設整備事業２０２万４千円の減額につきましては、委託料で本

年度の浄化槽設置に関わる調査設計業務の確定に伴う執行残５万５千円の減額、工事請負

費で個別排水処理浄化槽設置工事費の確定に伴う執行残１９６万９千円の減額となります。 

 ３項、１項、２目、長期債利子、３万４千円の追加につきましては、令和３年度借り入

れ分の利率確定により、不足分が生じたことから３万４千円の追加となるものです。 
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 続きまして、７６ページの地方債の現在高の見込みに関する調書ですが、今回の補正に

伴いまして、右端、下から３行目にありますように令和４年度末現在高見込額は６億７，

３９５万５千円となる予定です。 

 また、別冊の資料４、今回の補正予算に関わります投資的事業の内容を事業ごとに記載

しておりますので、後ほどご覧いただきたいと思います。 

 以上、令和４年度訓子府町下水道事業特別会計補正予算（第２号）につきまして、その

提案理由の説明をさせていただきました。ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願

い申し上げます。 

〇副議長（西山由美子君） 次に、議案第６号 令和４年度訓子府町水道事業会計補正予

算（第１号）についての提案理由の説明を求めます。議案書７７ページです。 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（森田繁光君） 議案書７７ページをお開きください。 

 議案第６号 令和４年度訓子府町水道事業会計補正予算（第１号）について、提案理由

の説明をさせていただきます。 

 第１条では、補正予算（第１号）を次のとおり定めることとし、第２条では、水道事業

会計予算の第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものです。

支出の第１款、水道事業費用では、第１項、営業費用を５４５万５千円減額、第２項、営

業費用１４万８千円を減額、水道事業費用の総額を１億４，７４４万２千円とするもので

す。 

 次に、第３条では、水道事業会計予算の第４条、収入不足補填額である本文括弧書き中

の３，４０９万３千円を３，３５２万８千円に改め、資本的収入及び支出の予定額を次の

とおり補正するものです。収入では、第１款、資本的収入、第１項、企業債を６００万円

減額、第２項、補助金を１３９万７千円減額、資本的収入の総額を１億２，２７４万円と

するものです。支出では、第１款、資本的支出の第１項、建設改良費を７９６万２千円減

額し、資本的支出の総額を１億５，６２６万８千円とするものです。 

 次のページ、第４条では、水道事業会計予算の第５条に定めた企業債の各事業ごとの限

度額を表のとおり改め、限度額の総額を８，７２０万円とするものです。 

 ７９ページをお開きください。 

 水道事業会計予算実施計画（説明書）になります。これは一般会計の事項別明細書にあ

たるものですが、内容の説明をさせていただきますが、通常の執行残による減額の部分に

ついては説明を省略させていただく部分もありますので、あらかじめご了承いただきたい

と思います。 

 （１）収益的収入及び支出ですが、収益的支出の第１款、１項、１目、原水及び浄水費

につきましては、実績見込みに伴います執行残９８万円の減額。 

 ２目、配水及び給水費につきましても実績見込みに伴います執行残４００万円の減額と

なっていますが、修繕費では、今年度の修繕実績により検満メーター設備整備および施設

機械等の修繕の不用額２００万円の減額。 

 材料費では、検満メーター用水道メーター器の購入の入札の結果、購入単価が安価とな

ったことにより２００万円の減額となっています。 

 ３目、総係費では、総額で４７万５千円の減額ですが、実績および精算に伴う執行残の
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減額となります。 

 次に、２項、営業外費用につきましても、１目、支払利息では、企業債利息で３年度借

入利率確定により３万７千円の追加と一時借入金利息では、一借を起こさなかったことに

より１８万５千円を減額し、合計で１４万８千円の減額。 

 次のページ、（２）資本的収入及び支出ですが、今年度の予定工事が完了し、事業費が確

定したことに伴います収入及び支出の補正になります。 

 まず、収入ですが、１款、１項、１目、建設改良等に充てるための企業債では、老朽管

更新事業２件と機器更新事業および基幹管路更新事業の事業費確定に伴いまして、全体で

６００万円の減額。 

 ２項、２目、国庫補助金では、基幹管路更新事業の今年度事業費確定に伴い１３９万７

千円を減額するものです。 

 次に、支出です。 

 １款、１項、１目、施設整備費では、主に、補助事業に伴います事務費の精査と入札執

行による委託費の執行残となっており、全体で５２４万２千円の減額。 

 ２目、施設整備費では、施設改良に関わる委託料および工事費の確定に伴い減額補正で

す。内容につきましては、委託料では、道道北見白糠線道路横断工調査設計業務の執行残

２８万円減。工事請負費では、老朽管更新事業および機器更新事業での各工事入札執行残

として２２４万円の減。合計２５２万円の減額となっております。 

 ３目、固定資産購入費では、水道メーター器の購入の入札の結果、単価が安価となった

ことにより、執行残２０万円を減額するものです。 

 次に、８１ページのキャッシュ・フロー計算書につきましては、活動ごとの一会計期間

の現金流れを見るための報告書になっていますが、今回の補正に伴いまして、補正前と比

べⅠ 業務活動の当年度純利益で５０６万３千円の増加。 

 Ⅱ 投資活動では、有形固定資産の取得による支出が７２３万９千円減ったことと国庫

補助金等の収入が１３９万７千円減ったことにより、合わせて５８４万２千円の減少。 

 Ⅲ 財務活動では、建設改良費等の財源に充てるための企業債の収益で６００万円減少

したことにより、Ⅳ 資金増加額は５４４万５千円増加し、Ⅵ 期末残高は６億５９６万

円の予定となっております。 

 また、別紙資料５では、今回の補正予算に関わります投資的事業の内容を事業ごとに記

載しておりますので、後ほどご覧いただきたいと思います。 

 以上、令和４年度訓子府町水道事業会計補正予算（第１号）について、その提案理由の

説明をさせていただきました。ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願いします。 

〇副議長（西山由美子君） ここで昼食のため、休憩いたします。 

 午後は１時から一括議題の質疑、討論、採決を行いますので、ご参集願います。 

 

休憩 午前１１時５２分 

再開 午後 １時００分 

 

〇副議長（西山由美子君） それでは、定刻になりました。 

 休憩を解き、会議を継続いたします。 



 - 31 - 

 これより提案理由の説明の終わりました一括議題の議案第１号、議案第２号、議案第３

号、議案第４号、議案第５号、議案第６号の質疑、討論、採決に入ります。 

 一括議題の質疑にあたりましては、議事進行上、副議長が指定した議案ごとに１人につ

き２回まで質疑することを許します。 

 最初に、議案第１号の質疑を許します。 

 ご質疑ありませんか。 

 ９番、工藤弘喜君。 

〇９番（工藤弘喜君） ９番、工藤です。それでは、何点かまとめた形で質問させていた

だきたいと思います。 

 まず、初めに、ページ数でいけば１１ページになります。これは歳入の関係になるもの

でありますけれども、１１ページの総務費寄付金のことについて、その中のふるさとおも

いやり寄付金が３，８７９万５千円の減額ということで出ておりますが、これは結果論で

いけば、これはそれでいいんですけれども、問題はなぜ当初の予算よりも、こんだけの金

額が減額になっていったのかという、その要因のようなものをどう捉えておられるのか。

これをお聞きしたいと思います。 

 それから、次の質問ですけれども、ページでいきますと２２ページになります。これは

歳出の関係になります。２２ページの社会福祉総務費のことでありますけれども、この表

の中の下段の方になりますが、これは町独自の支援ということも含めてやってきたものも

ありますが、物価高騰等生活支援事業、この扶助費５４６万円の減額補正、それから、続

きまして、その下の住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業７１０万円の減額補正、これ

らについての、これも同じように、なぜ、少なくなったというか減額をすることになった

のか、この背景とか要因、これをどのように捉えているのか、ちょっとお聞きしたいと思

います。そういうことで、ちょっとお聞きしたいと思います。 

 それから、３点目になりますけれども、２８ページになります。農業費に関わる質問に

なります。農業費の中の畜産事業費、この中で資料高騰対策事業補助金ということで各種

の対策を打っておりますけれども、この減額の中は、これも結果論でいいんですが、それ

ぞれの内訳といいますか、その内容等について、どういうところで当初予算から見て減額

になったのか。それをちょっとお聞きしたいと思います。 

 そして、もう１点で最後にしますけれども、３０ページになります。農林商工課の関係

でちょっと申し訳ないですが、質問が続くんですが、３０ページの下段の林業費の囲みの

中でエゾシカの残滓処理の業務、これも減額補正なんですが、もうちょっと具体的に、エ

ゾシカの頭数、いわゆる処理した頭数等をちょっとお聞きしたいなと思っています。これ

を対前年と比べてどうだったのかも含めて、ちょっとお聞きをしたいと思います。 

 以上です。 

〇副議長（西山由美子君） 企画財政課長。 

〇企画財政課長（篠田康行君） ページ、１１ページの１７款の総務費寄付金のおもいや

り寄付の減額理由になりますけれども、まずですね、令和４年度の予算の積算の考え方か

らあらためて説明させていただきます。令和４年度につきましては、令和３年度以前です

ね、ふるさとチョイスとさとふるという二つのサイトを使ってですね、募集を行っており

ました。この分につきましては、令和３年度の実績見込み等からですね、二つで６，９０
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０万７千円という伸びも含めて見込んでおりました。それに加えまして楽天とふるなびと

いうサイト、二つのサイトを加えて全部で４サイトで募集を４年度から実施しております。

楽天につきましては、これまでの実績がないことから、ふるさとチョイスの９割、ふるな

びについては７割で算出、この根拠につきましては、ふるさと納税の事務取扱委託業者の

情報を聞き取りながら算定したということになっております。その結果、この８，７００

万円といった積算をしました。ですが、今回減った要因なんですが、これはサイトの事業

者等から情報をもらいながらやり取りしているんですが、一つはですね、一番大きいのが

ですね、今回、資材等の値上がりで返礼品の中で、どうしても値上げをしなくてはいけな

い品目が出まして、そのことがですね、影響したんではないかというアドバイスがありま

した。全部ではないんですが、一部のよく出る農産品ですね、農産品の一部で値上げをせ

ざるを得なかったものが、他のサイトで安く出てる方に流れていってしまったんではない

かということになります。それと楽天とふるなびについては今年新規で出店しているもの

ですから、サイト内での認知がちょっと低かったのも影響していたのではないかといった

アドバイスといいますか分析をされております。その結果、今回こういった減額になりま

した。 

〇副議長（西山由美子君） 福祉保健課長。 

〇福祉保健課長（今田朝幸君） 続きまして、２点目のご質問でございます。ページ数、

２２ページの３款、１項、１目、社会福祉総務費の物価高騰等生活支援事業と住民税非課

税世帯等特別臨時給付金事業の扶助費の減額の、減額となった要因というご質問でござい

ました。こちらにつきまして、まず物価高騰の部分ですけども、どちらもですね、一応、

対象者を最大数見込んで７００人という形で見込んでございました。物価高騰の方で言い

ますと７００人で予算を計上させていただきまして、実質、調査に入りまして、対象者５

５３名の方に申請書の方を郵送させていただいてございます。結果的に最終的には５０８

人の方が申請いただきまして給付してございます。続きまして、住民税非課税世帯の方で

ございますけれども、こちらも国の事業と町単独分の部分でございますけども、まず、国

の方からでいきますと先ほど物価高騰と同じ最大数７００名で予算を計上させていただい

てございます。それで最終的に５８０人が対象ということで、そちらの５８０名の方に申

請書の方を郵送させていただいてございます。町単独分の方でございますが、こちらも最

大数ということで２００名で予算計上させていただいておりまして、結果的に１５９人が

対象という形になってございます。ですから、物価高騰でいきますと対象者７００人に対

して最終的には５０８名が対象というか申請に来られてますんで、そちらの執行残という

形でございます。あと住民税非課税世帯の方で言いますと国の方が７００人に対して５８

０名、町単独分の方でいきますと２００名に対して１５９名という方たちに送付してござ

いますんで、そちらの方の執行残という形で今回減額をさせていただいてございます。 

〇副議長（西山由美子君） 農林商工課長。 

〇農林商工課長（大里孝生君） 議案書２８ページになります。飼料高騰対策事業補助金、

この減額の中身と内訳を要素別にということなので、ちょっとメモを取っていただきたい

んですけども、補正でこの飼料高騰対策の対策を打つということで、最終的な実績の家畜

の種類と頭羽数がいくらになったかということを申し上げます。普通の乳用牛のホルスタ

インの部分については３，０９２頭の実績になりました。続きまして肉用牛、繁殖雌牛、
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この部分が２０２頭となりました。今度は馬、２４か月齢以上、こちらが２０頭となりま

した。採卵鶏、鶏ですね、１５０日齢以上の成鶏ということで１，１３５羽、最後に育成

専業農家の育成牛１２か月齢以上が９９頭。最終実績はこうなってございます。この制度

設計について、冒頭に説明したホルスタインの３，０９２頭というものは国の対策の対象

となった頭数をそのまま助成するということで説明を以前にも差し上げたはずです。それ

以外の部分については、町の独自施策として、ほかの家畜の部分も影響受けている部分を

対象とするということで、基本的に１０月に何頭飼ってたかというようなことで行います

ということでありましたけども、議決を受けて、さらにお金を出す段階でもう一度精度を

高めるために、その対象農家に聞き取りを行っております。その上で今、独自対策と申し

上げた部分については、１０月に予備調査したときより若干全てにおいて５頭、１０頭ば

かりの余裕分を見越して計上して提案したという背景にございますので、その部分の不用

額として今回トータルとして１４５万が出たということでご理解いただければよろしいか

なと思います。 

 続きまして、３０ページ、エゾシカ等残滓処理業務９９万８千円の減額の要因、具体的

な頭数とか前年比とか、その辺のご質問でしたけども、こちらについては、まず、このエ

ゾシカ残滓処理というのは、ハンターが撃って自分で肉にして解体する部分というのは除

かれます。なので、ただ、駆除して、そのままにはしておけないんで、それをちゃんと搬

出してしかるべき処理をするという部分の頭数なので、駆除頭数とは異なってまいります。

まず駆除頭数から先に申し上げますけども、Ｒ３年、前年度が２３９頭で、今年度が１８

９頭となっております。こちらは広報でもお知らせしております。このエゾシカ残滓処理

頭数の今年の実績は９８頭になっております。だから１８９頭の半分ぐらいというような

あたりなんです。なぜこれだけ、予算措置は２００頭の部分で予算措置して最終実績９８

頭なんで、この要因につきましては、基本的にハンターの方の主に主力と申しますとか、

主に撃ってたハンターの方がお二人、令和４年度に引退されています。その部分による減

少がとても大きいと思われまして、ちょっとハンターの方の育成とか、そういった部分を

次年度以降強めていきたいと考えております。 

 以上です。 

〇副議長（西山由美子君） ９番、工藤弘喜君。 

〇９番（工藤弘喜君） 一つだけ再質問というか、させていただきたいんですが、先ほど

社会福祉費の中の、２２ページに関わることで、物価高騰等生活支援事業と住民税非課税

世帯等の説明をいただきまして、十分その中身については分かりました。もう一つ、ちょ

っと感じたのは、この議案書を見たときに、何かやっぱりこう、いろんな対策を打って、

もったいなかったかなというふうな思いがした訳です。未消化の部分があるということで、

これもやっぱりただ軒並みにばらまけばいいというもんではなくて、一定の決まりがあっ

て、それに従って支給するということですから、それはもう十分分かりますけれども、一

つは、行ってみれば周知の問題含めて、どうだったのかなと。本当に必要な人のところに

届かなかったということはなかったのかどうか。そういう部分も含めた検証というか振り

返り、事業の振り返りのようなことというのは、されたのかどうか。もしそういうことは

おそらくはないとは思いますけれども、今後に向けて極めてこう大事な施策でもあったよ

うな気がしますんで、十分な配慮をもって執行していただきたいという思いなんですが、
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その点について、周知の問題含めて、ちょっとお聞きしたいと思います。 

〇副議長（西山由美子君） 福祉保健課長。 

〇福祉保健課長（今田朝幸君） ただいま、３款、１項、１目の物価高騰等生活支援事業

と住民税非課税世帯等の臨時特別給付金事業の周知の関係と必要な人のところに、この給

付金が届いたのかという部分のご質問でございました。まず周知の関係で言いますと今回

の部分は対象者をうちの方で把握させていただきまして、対象者の方に通知書を送る。そ

して、申請をしていただくという形ですんで、当然該当者の人には、そういった通知を出

しているんで、該当しますよということは認識されていると思われます。そして、周知の

部分で言いますと広報等でしか周知はしておりませんでしたので、今後ちょっともっと周

知、定期的な部分で何か考えたい。期間が１月末と２月末までの申請期間でしたんで、そ

の間に来ていない方、どれぐらいいるのか把握して、そういった方に少しでも多く届けれ

るように、電話で催促をするといったこともちょっと今後考えさせていただければという

ふうに思ってございます。 

〇副議長（西山由美子君） ほかにご質疑ありませんか。 

 ３番、山田日出夫君。 

〇３番（山田日出夫君） ３番、山田日出夫です。ページで言えば２７ページをお願いし

ます。農業振興費の１８節、負担金、補助及び交付金の中段でございますけども、降ひょ

う被害土づくりの関係であります。結構な金額が減額されておりますけども、昨年夏に連

続して発生した降ひょう被害の対策でありますが、年越しの処理もＯＫというような説明

があったかと思いますけども、そのように町は幅広く受け止めようというか、姿勢で臨ん

だことだと思います。その中でこの減額を見て、ちょっと今、驚いたんですけども、見積

もりに対する減額の理由、言い方を変えれば対象になるのに補助漏れは起きなかったのか、

せっかく町が用意しているのに。それが一つ。 

 それとこのページの経営継承・発展支援事業補助金、聞き間違いでなければ１１名の見

積もりに対して実績が２名と聞いたんですけども、これまたちょっと予算の積算と実績が

あまりにもかけ離れている。これも今聞いたように減少の理由と本来受け取れる人が取れ

てないことはないのかをお聞きしたいと思います。 

 それと一番下、逆にですね、スマート農業導入については、２７０万弱の増額となって

いる。何となく補助事業でですね、年度の途中で増えたり減ったりすることはすごく不思

議で、増えたことは僕はむしろ評価していいことだと思うんですが、この理由と内容とな

ぜ当初に予算化できなかったのか聞いてみたいと思います。 

 それともう一つです。４２ページ、災害復旧費であります。河川災害復旧費の中で工事

請負費、三角の５４０万、これ非常に結構なこと。これは結構なことだと思います。経費

が削減できたんですから。その説明で８か所のうち一部直営、町の直営の対応でできたか

らということの説明がありました。非常に結構なことだなと思って評価したいと思います

けども、その概要というんですか、直営された内容と箇所をちょっと、簡単で結構です。 

 以上です。 

〇副議長（西山由美子君） 農林商工課長。 

〇農林商工課長（大里孝生君） まず、ご質問のありました２７ページ、降ひょう被害土

づくり対策支援事業補助金という部分で見積もりに対する減額の大幅な理由と、そういっ
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たこともありましたんで、この辺を説明したいと思います。この土づくり対策は大きく二

つの事業からなっておりました。一つは廃耕後の緑肥の播種の部分の支援、１０ａ当たり

２千円。あとはもう１本の柱は単なる廃耕の部分に対する廃耕の手間賃として反当り２千

円という事業設計を行っております。その部分でまず実績から申し上げますと廃耕後緑肥

播種という部分については、面積にして２９９．３８ｈａの実績になりました。４３戸の

方が実施されています。これは１千万で設計してましたから、５００ｈａということで計

画をしておりました。それに対する実績です。もう一つの廃耕経費支援の方も同じ５００

ｈａで計画しておりましたけども、実績は４６０．１ｈａ、こちらは７２戸の方が取り組

まれております。これについて、減額の要因というのを申し上げますけども、廃耕の部分

はほぼ実績に大体あっているということなので、ちょっと割愛させていただきまして、緑

肥はやはり、この緑肥の廃耕をもらった方というのは、玉ネギを廃耕して緑肥をまかれた

と。玉ネギだけという形になります。周知漏れとかはなかったのかということもあります

けども、こちらについては、もう再三にわたり全農業者に確認をしておりますので周知漏

れはないということで考えておりますし、これをやる前に廃耕をした面積というのを特定

しましたんで、そこからぼってもほぼ間違いはないものということで確信しております。

ただし、これだけの差があったというのは、この対策を作っていく上でも、いろいろ論議

を呼びましたけども、全部廃耕して緑肥をまくのかというようなこともありました。やは

りすぐ作物を潰すということじゃなくて、もうちょっとやっぱり置いてみたらものになる

だろうかというような判断、最後まで生産者の方は迷われましたんで、こういった形の実

績が出てきたということは、ある面、仕方ないかなと思っておりますので、その辺が降ひ

ょう被害の土づくり対策の実績でございます。山田議員、年越しもＯＫというようなこと

を言われたんですけど、こちらの部分は畑に対する支援なので、もう一つの農地災害のこ

とかなと思われますんで、これはもう年内に終わらせて皆さまに１２月までにお金を届け

るという目的でやっておりましたんで、これでもう完結ということでございます。 

 続いて、経営継承の事業ですね、こちらにつきまして、経営継承・発展支援事業補助金、

今回９００万円を減額しております。こちらについては、以前も議会で説明したとおり途

中で募集が始まると。年度の途中で募集が始まるような事業でありまして、令和３年１月

以降に親から経営を継承した方という形で始まっています。その方々が１１名ということ

で役場に議会で提案したときから用意ドンで始めてまいります。だから一応そのマックス

で皆さんをお呼びして事業に乗りますかとか成果目標を達成できるかということの面談を

実施して、結果的に２名だということで説明しましたけども、実際３名の方が応募されま

した。ポイント制で残念ながら１人落選されまして、２名ということになっております。

こちらにつきましては、国の事業提案がやっぱり遅いというのもあるんですけども、必ず

事業を申し込む前に議会で予算の議決をしていることというのが前提となっている、ちょ

っと極めて稀な事業になっています。だから今度からもう令和５年度につきましては、大

体の見込みで当初からこの部分を予算措置させていただいております。だから計画と実績

の乖離は、ある面、仕方がないと思いますけども、そういった事業の性格で進めておりま

す。 

 続きまして、スマート農業の部分ですね、スマート農業導入支援事業補助金、こちらに

ついては２６７万９千円増ということであります。似たような事業をこのページでもう一
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つやっていますんで、この今、説明差し上げているのは、国庫補助事業であります。国庫

補助事業で一旦私の方で１２月補正で初めて提案させていただいた経過があります。その

ときは一経営体が事業をやりますということでドローンを入れるんだということで２分の

１の補助が当たるという説明をしたかと思います。今回増額したのは、１次補正、２次補

正と数々の補正が国で打たれまして、４次募集で年内ギリギリぐらいで確か募集があった

と思いますけども、それで取りまとめを行った結果、三つの経営体が手を挙げてきて、そ

れが採択になったということで、今回の３月に計上しておりますし、同じようにドローン

を１台ずつ、計３台導入をされているというようなことの増額です。 

 以上です。 

〇副議長（西山由美子君） 建設課長。 

〇建設課長（荒沢直樹君） 続きまして、ページ数でいくと４２ページになります。１２

款、１項、２目の河川災害復旧費の中の河川災害復旧事業の工事請負費５４０万、当初計

上させていただいていたんですけども、直営でやったということで減額補正させてもらう。

そちらの方のある程度、具体的な箇所等の内容というご質問でしたけども、まず、大きい

ものとしまして、タンノメム川、新井山さんの橋の耕作道が掘られてしまって、傾いてい

ると。こちらの方も工事で出そうと思っておりまして計上しておりました。ただ、相次ぐ

降雨により、また被害が拡大する可能性もありましたので、工事を出してる時間がちょっ

ともったいないということで、被害拡大防止のために直営でやらさせていただいたと。あ

と清住の方でいきますと西３１号沿いにありますけども清住川、こちらの方も上からの土

砂埋塞がありました。こちらもまた雨がきた場合は土砂埋塞しますので、必ずあふれて畑

に被害が起きるということで、こちらも緊急的に直営でやらさせていただいています。 

 以上です。 

〇副議長（西山由美子君） ほかにご質ありますか。 

 １０番、河端芳惠君。 

〇１０番（河端芳惠君） １０番、河端です。２７ページの先ほど山田議員からも質問あ

りましたが、ちょっとそれに加えて質問いたします。スマート農業利用促進事業補助金と

下の段にありますスマート農業導入支援事業、上段の推進事業補助金はソフト面な内容だ

ったと思いますが、これは具体的にどこがどのようにして応募を募集をしたのか。それと

３事業に今回採択されましたが、１２月の導入と同じ方なのか。また、所有はどこになる

のか。メンテナンス、そういうことはどういうふうになっているのか伺います。 

〇副議長（西山由美子君） 農林商工課長。 

〇農林商工課長（大里孝生君） 今、河端議員からご質問のありました２７ページ、まず

は中段ぐらいにあるスマート農業利用推進事業補助金１４２万３千円の部分であります。

こちらについては、今回、新規のご提案でして、後で説明する先ほど山田議員から質問さ

れた事業とはまったく性格が異なる事業であります。先にこの１４２万３千円の話をしま

すけども、これは実際、令和５年度の予算算定前だったんで、１１月ぐらいにきたみらい

農協からご相談という形でありまして、農業者のドローンの免許資格、これが今、国の国

家資格になるとか、その詳細はこの年度末までまだ見えていない部分ありますけども、そ

ういった部分で、その資格を取得する農業者に対して、きたみらいとしても助成をしてい

きたいと。そういったことで１市２町に対しても、それなりの支援をいただけないかとい
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うようなお話がありました。この事業の枠組みとしては、今年度から３か年、この３か年

というのは訓子府町として事業を起こすスタンスで考えております。３か年の間で継続的

にやっていきたいということで考えまして、先ほど免許取得と言いましたけども、今、国

の国家資格までは農薬をまくまではいらないかなということで考えられてて、メーカーさ

んが実施する講習会とかを受ければ、自分のところでドローンで農薬を散布することはで

きます。そういった部分の講習代の費用というのがかかるもんですから、それが１人当た

り、メーカーさんによっては幅がありまして、２０万から３０万の幅ぐらいでございます。

なので、その３分の１助成を町として行うということで、急きょ今回の部分については、

令和４年度のことで、もう令和４年度は終わりかけなんで、遡及して助成対象にしてやっ

ていくというような中身で進めております。今年の対象人数は２０名ということで想定し

てこの予算取りをしております。申し上げたとおり、この事業は来年度、再来年度まで継

続して行っていきたいということで急きょ新規として提案させていただいた事業でありま

す。 

 もう一つの２７ページの最下段にあるスマート農業導入支援事業補助金、先ほど三つが

採択されたと言われたことは、この事業かと思いますけども、こちらについては、事業要

件として、ドローンだけじゃないんですけど、スマート農業の機械を共同で入れるという

ことで応募された方に対して補助をするもの。だから、私とあと１人でペアになって、私

が申請して補助採択を受けるというような形になります。だから、機械の所有は基本的に

お二人のものということになりますし、購入とかで導入されますんで、全部、所有からメ

ンテまで、その人たちでやるというような形になります。三つとも同じかというようなこ

とも確か話されてたかと思いますけども、今回１２月に提案された１台のドローンと今回

採択される３台のドローンはいずれも同じ機種が選ばれております。だから基本的に今、

ドローンの機種というのは大体そこがよろしいのかなと。そのメーカーがというのがあり

ますけども、そういったことで導入が進んでいるところです。 

〇副議長（西山由美子君） ほかにご質疑ございませんか。 

 ２番、西森信夫君。 

〇２番（西森信夫君） ２番、西森です。２２ページの民生費、３款、１項、１目の中の

地域生活支援事業、委託料の６０万の減額とそれから、扶助費の３０万の減額になってい

るわけですが、これは利用回数減のためという説明を確か受けたんですが、この中身をお

知らせ願いたいと思います。 

 続いて２５ページの４款、１項、２目の健康診査等事業、委託料の検診業務、これがん

検診だと思うんですが、がん検診が減って減額、１３５万８千円という報告があったよう

な気がするんですが、ここの中身もお知らせをしてほしいと思います。 

 それともう１点、２８ページの６款、１項、４目の畜産業費の中の家畜資質改善対策事

業費補助金、これ具体的な、こういう補助名が付いているんですが、具体的にどういう内

容の補助なのか、それからこれの減額されているということで、中身をお知らせ願いたい

と思います。 

 以上、３点お願いします。 

〇副議長（西山由美子君） 福祉保健課長。 

〇福祉保健課長（今田朝幸君） ただいま、西森議員からページ数、２２ページ、３款、
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１項、１目、地域生活支援事業費の委託料の減額と扶助費の減額、こちらの減額の中身、

それとページ数、２５ページ、４款、１項、２目、検診の費用の減の内容のご質問をいた

だきました。 

 まず、１点目の３款、１項、１目の生活支援事業費のまず委託料、移動支援業務の部分

の減ですけども、今回６０万円の減額をさせていただいてございます。補正予算説明のと

きにもお話したとおり利用回数の減ということでございます。こちら移動支援事業の方で

すけども、身体介護ありの方が５人、身体介護なしの方が７人、計１２人が登録されてい

る形になってございます。当初の部分で言いますと、合わせまして６２０時間ほど使用す

るという部分で予算計上をさせていただいてございました。でも実際、決算見込みを見ま

すと２６３時間程度という形で済むだろうということで減額させていただいてございます。 

 続きまして、扶助費の部分でございますけども、こちら訪問入浴サービス費助成の部分、

３０万円減となっておりますけども、こちらですけども、当初１４５万５千円、１人分で

年間１００回ほど使用するという部分で予算計上させていただいてございます。週２回ほ

ど利用するという形で計上させていただいてございます。利用者がお一人いたんですけど

も、この方が年度途中で施設の方に入居されまして、利用がなくなったということで、今

回、３０万円の減額という形を取らせていただいてございます。 

 続きまして、ページ数、２５ページ、４款、１項、２目、予防費の健康診査等事業の委

託料の減額、今回１３５万８千円の減額をさせていただいてございます。こちらの減額の

内容でございます。まずですね、こちら健康診査業務とがん検診等の業務、二つの業務を

みてございます。まず健診の方ですけども、こちら町民健診と後期高齢者の健診の部分を

みてございますけども、こちら町民健診の方は若干減ったんですけども、後期高齢者の部

分が元々１１５人ほど予定してたものが１４７人で、検診業務の方は２３万５千円ほど不

足するという形になってございます。検診業務の方でございますけども、こちらがん検診

等が先ほど言ったように減少したという理由になってございます。主なもので言いますと

子宮がん検診が１６５人から１１０人、胃がんの方が５３０人から４５０人、ピロリ菌が

５０人から１３人、肺ヘリカルＣＴの部分が５０人から３３人ほどという形の検診数でし

たので、今回減額させていただいてございます。 

〇副議長（西山由美子君） 農林商工課長。 

〇農林商工課長（大里孝生君） 続いて２８ページ、家畜資質改善対策事業費補助金の減

額の理由と中身についてというご質問がございました。こちらにつきましては、家畜資質

と名前が付いておりますけど、和牛振興のための事業であります。和牛振興のために優良

繁殖の雌牛を導入すると。確保するという目的で取り組んだ農家に対する支援を行ってお

ります。こちらについては計画が２０頭ということで組んでおりましたけども、実績が２

頭にとどまっております。その要因として、ご存じのとおり飼料高騰で和牛を導入すると

いうような部分まで酪農全体がちょっと先行き不安な状況がありますので、状況がよろし

くなかったということで２戸の方が取り組んで、それぞれ１頭ずつの実績にとどまったと

いうことでございます。 

〇副議長（西山由美子君） ほかにご質疑ありませんか。 

 ８番、谷口武彦君。 

〇８番（谷口武彦君） ８番、谷口です。何点か質問させていただきます。 
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 １６ページ、２款、１項、１目の委託料、電話機器更新業務ですが、これの説明の資料

になりますと８５台から９０台に増えているんですが、減額になっています。見積もり等

で下がったのかもしれませんが、その台数が増えたんですが下がっている理由を伺います。 

 また、１７ページです。情報管理事業、一番上ですね、委託料、行政手続オンライン化

システム構築業務ですが、こちらも当初予算で９００万のところ２割ほど下がって１８５

万２千円の減額になっていますが、何か業務的に必要ないものがあったのか、どのように

してこの減額になったのかを伺います。 

 また、２４ページ、３款、２項、１目、児童福祉総務費の中の子ども医療費助成事業が

１６６万７千円ほど増加しておりますが、子どもが病気にかかったのか、けがが多かった

のかなと思いますが、小学校、中学校、そのほかの子ども含めて、入院が増えたのか通院

が増えたのか、どこら辺の子どもたちが通院したのかを分かれば教えていただきたいと思

います。 

 また、４５ページ、９款、１項、２目ですね、組合共通経費の中の共通経費として２４

９万１千円が減額となっていますが、この、消防本部の共通経費だと思いますが、全体的

にどんなところが減額になったのか伺いたいと思います。 

〇副議長（西山由美子君） 総務課長。 

〇総務課長（硯見康之君） まず、議案書１６ページ、中段の庁舎等維持管理事業の電話

機器更新業務の減額の中身でございます。確かに議員おっしゃるとおり電話台数５台ほど

増やしていただいたんですけれども、電話機自体の単価については、それほど高くないも

のですから、その予定していた予算の中で賄えるだろうということで、この減額につきま

しては、単純な入札の執行残ということで考えていただければよろしいです。 

 続きまして、次のページ、１７ページの情報管理事業の中の行政手続オンライン化シス

テム構築業務でございます。こちらにつきましては、減額幅、かなり大きいんですけれど

も、当初想定しておりましたサーバーのディスクの容量が少し足りないんではないかとい

うことで、増幅の部分を予算計上させていただいておりました。予算計上後に国からの仕

様の中で、そこまでの容量が必要でないということだったので、その部分を省かせていた

だいての契約ということで、その分、金額が下がっての１８５万２千円というふうに考え

ていただければよろしいと思います。 

 続けて４５ページでございますね、消防費の中身でございます。９款、１項、２目、組

合共通経費の減の内容でございますけれども、組合全体の経費の中で、うちの町で負担す

る金額なんですけれども、消防本部の在籍にかかる職員の退職手当負担金が少し増えて４

９万８千円プラスになったんですけれども、昨年から連れてくる予備費というお金がある

んですけども、その分が充当されますので、その金額が２９６万３千円、こちらが減額の

対象になりますので、この金額が負担しなくてよろしくなったので減額というふうに考え

ていただければよろしいと思います。 

 以上でございます。 

〇副議長（西山由美子君） 福祉保健課長。 

〇福祉保健課長（今田朝幸君） 続いて、ページ数２４ページ、３款、２項、１目、児童

福祉総務費の子ども医療費助成事業の扶助費、医療費助成の増の要因はというご質問でご

ざいます。こちらにつきましては、子ども医療費につきまして、対象者自体は昨年と比較
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すると若干少なくなっておりますけども、減っているということで、診療件数も減ってご

ざいますけども、今回、入院患者が予算では４３件ほど見ているんですけども、５４件と

増えておりまして、あと通院にかかる費用も、こちらも診療件数は減ってございますけど

も、１回に対する診療費用が高くなっているということで、今回、増額補正をさせていた

だいてございます。 

〇副議長（西山由美子君） ほかにご質疑ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

〇副議長（西山由美子君） 質疑がないようですので、議案第１号の質疑を終了いたしま

す。 

 次に、議案第２号の質疑を許します。議案書５０ページです。 

 ご質疑ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

〇副議長（西山由美子君） 質疑がないようですので、議案第２号の質疑を終了いたしま

す。 

 次に、議案第３号の質疑を許します。議案書５７ページです。 

 ご質疑ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

〇副議長（西山由美子君） 質疑がないようですので、議案第３号の質疑を終了いたしま

す。 

 次に、議案第４号の質疑を許します。議案書６１ページ。 

 ご質疑ありませんか。 

 ３番、山田日出夫君。 

〇３番（山田日出夫君） １点お聞きしたいと思います。６８ページでございます。中段

にあります介護予防サービス給付費、今回の補正予算は総じて整理予算で一部の例外を除

いてマイナスの補正をかけておりますけども、この介護予防サービス給付費１１２万４千

円は増額となっております。これは通所のリハビリテーションの関係と聞きましたけども、

何か特徴的なことがあるのかどうかをお聞きしたいと思います。 

〇副議長（西山由美子君） 福祉保健課長。 

〇福祉保健課長（今田朝幸君） ページ数、６８ページ、２款、２項、１目、介護予防サ

ービス給付費の増の要因でございます。こちら、今、議員おっしゃったとおりですね、通

所リハビリステーションへの利用者の増ということで、実績からいきますと令和３年度７

７人、今年度１月末現在で１１６人の利用があります。こちらは北見市の施設で送迎をし

てくれるようになって増えたということになってございます。 

〇副議長（西山由美子君） ほかにご質疑ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

〇副議長（西山由美子君） 質疑がないようですので、議案第４号の質疑を終了いたしま

す。 

 次に、議案第５号の質疑を許します。議案書７１ページ。 

 ご質疑ありませんか。 

（「なし」との声あり） 
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〇副議長（西山由美子君） 質疑がないようですので、議案第５号の質疑を終了いたしま

す。 

 次に、議案第６号の質疑を許します。議案書７７ページ。 

 ご質疑ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

〇副議長（西山由美子君） 質疑がないようですので、議案第６号の質疑を終了いたしま

す。 

 以上をもって、質疑を終了いたします。 

 ここで２時５分まで休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時５３分 

再開 午後 ２時 ５分 

 

〇副議長（西山由美子君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

 これより一括議題の討論を行います。 

 討論にあたっては、議案番号を指定してから討論願います。 

 まず、各案に対する反対討論の発言を許します。 

 討論ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

〇副議長（西山由美子君） 次に、各案に対する賛成討論の発言を許します。 

 討論ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

〇副議長（西山由美子君） 討論がないようですので、これをもって討論を終了いたしま

す。 

 これより一括議題の議案第１号、議案第２号、議案第３号、議案第４号、議案第５号、

議案第６号の採決をいたします。 

 討論のなかった案件について、一括採決をいたします。 

 議案第１号、議案第２号、議案第３号、議案第４号、議案第５号、議案第６号は、原案

のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

〇副議長（西山由美子君） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号、議案第２号、議案第３号、議案第４号、議案第５号、議案第６号

は、いずれも原案のとおり可決されました。 

 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時 ７分 

再開 午後 ２時１０分 

 

〇副議長（西山由美子君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 
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    ◎議案第１３号、議案第１９号、議案第２０号、議案第２１号、議案第 ７号、 

     議案第 ８号、議案第 ９号、議案第１０号、議案第１１号、議案第１２号 

〇副議長（西山由美子君） この際、日程第１４、議案第１３号、日程第１５、議案第１

９号、日程第１６、議案第２０号、日程第１７、議案第２１号、日程第１８、議案第７号、

日程第１９、議案第８号、日程第２０、議案第９号、日程第２１、議案第１０号、日程第

２２、議案第１１号、日程第２３、議案第１２号は、関連する議案なので一括議題といた

します。 

 まず、予算関連議案から提案理由の説明を求めます。 

 最初に、議案第１３号 訓子府町議会議員及び訓子府町長の選挙における選挙運動の公

費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定についての提案理由の説明を求めます。

議案書８２ページです。 

 総務課長。 

〇総務課長（硯見康之君） 議案書８２ページになります。 

 議案第１３号 訓子府町議会議員及び訓子府町長の選挙における選挙運動の公費負担に

関する条例の一部を改正する条例の制定について。 

 訓子府町議会議員及び訓子府町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例（令

和３年条例第１号）の一部を改正する条例を次のように制定しようとするものでございま

す。 

 今回の改正につきましては、公職選挙法施行令の改正による選挙運動における公費負担

の限度額引き上げに伴いまして、町の条例についても同様に改正するものでございます。 

 記以下について、ご説明いたします。 

 まず、第４条第２項ア中、こちらにつきましては、選挙運動用自動車の借上料の１日当

たりの限度額でございます。こちらを「１５，８００円」を「１６，１００円」に改める。

同号イ、こちらは選挙運動用自動車の燃料代の１日当たりの限度額でございます。こちら

を「７，５６０円」を「７，７００円」に改める。 

 続きまして、第８条中、こちらはビラ、選挙用ビラ１枚当たりの作成単価の上限額でご

ざいます。こちらを「７円５１銭」から「７円７３銭」に改め、それぞれ引き上げる改正

をするものでございます。 

 附則でございます。この条例は、公布の日から施行するものでございます。 

 以上、議案第１３号 訓子府町議会議員及び訓子府町長の選挙における選挙運動の公費

負担に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由を説明させていただきました。

ご審議の上、ご決定いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

〇副議長（西山由美子君） 次に、議案第１９号 第１種会計年度任用職員の給与に関す

る条例及び第２種会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を

改正する条例の制定についての提案理由の説明を求めます。議案書１３１ページです。 

 総務課長。 

〇総務課長（硯見康之君） それでは、議案書１３１ページになります。 

 議案第１９号 第１種会計年度任用職員の給与に関する条例及び第２種会計年度任用職

員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について。 

 第１種会計年度任用職員の給与に関する条例（令和元年条例第１８号）及び第２種会計
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年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（令和元年条例第１９号）の一

部を改正する条例を次のように制定しようとするものでございます。 

 会計年度任用職員の期末手当の支給割合について、その年の４月１日時点の正職員の期

末手当の支給割合を準用するため、今回、各会計年度任用職員の期末手当の支給割合を令

和５年４月１日時点の正職員の支給割合に合わせる条例改正をしようとするものでござい

ます。 

 記以下につきましては、次の１３２ページの新旧対照表の方でご説明をいたします。 

 １３２ページをご覧ください。 

 上の枠につきましては、議案第１条に規定する第１種会計年度任用職員の給与に関する

条例、下の囲みについては、議案第２条に規定する第２種会計年度任用職員の報酬、費用

弁償及び期末手当に関する条例の一部改正案の新旧対照表となってございます。右側が現

行、左側が改正案でございます。 

 まず、上の枠でございます。第１条に規定しております第１種会計年度任用職員の給与

に関する条例、第１５条中の１００分の１２７．５という割合を１００分の１２０に改め

るものでございます。 

 次の下の枠でございます。第２条に規定する第２種会計年度任用職員の報酬、費用弁償

及び期末手当に関する条例、こちらも同様に第１５条中の１００分の１２７．５を１００

分の１２０に改めるものであります。 

 前のページに戻っていいただきまして、附則でございます。この条例は令和５年４月１

日から施行するものでございます。 

 以上、議案第１９号 第１種会計年度任用職員の給与に関する条例及び第２種会計年度

任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て、提案理由の説明をさせていただきました。ご審議の上、ご決定いただきますようよろ

しくお願い申し上げます。 

〇副議長（西山由美子君） 次に、議案第２０号 職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例の制定についての提案理由の説明を求めます。議案書１３３ページです。 

 総務課長。 

〇総務課長（硯見康之君） 議案書１３３ページになります。 

 議案第２０号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について。 

 職員の給与に関する条例（昭和２６年条例第３号）の一部を改正する条例を次のように

制定しようとするものでございます。 

 今回の改正につきましては、職員の勤勉手当の支給割合に人事評価の結果を反映させる

ための関連規定の改正を行うため、職員の給与に関する条例を改正しようとするものであ

ります。 

 記以下の説明につきましては、１３４ページからの新旧対照表によりご説明をいたしま

すので、ご覧ください。左側が改正案、右側が現行でございます。それぞれ今回、改正す

る部分については下線を引いてございます。 

 まず、上段の第１６条、こちらは勤勉手当についての規定ですが、第１６条第１項に定

めていた「基準日以前６箇月以前における直近の当該職員の勤務成績に応じて」という部

分を「当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前６箇月以内の



 - 44 - 

期間における勤務の状況に応じて」に改め、勤勉手当に人事評価の結果を反映するという

ことができるように規定を改正するものでございます。 

 次に、中段の同条第２項では、現行は勤勉手当の総額について、一般職員と定年前再任

用短時間職員については、それぞれ定率を乗じて得た額を総額の限度額としておりました

けれども、これを勤勉手当総額の限度額を予算に定める額に改めるものでございます。 

 人事評価の結果反映によって、現状の計算では、総額が限度額を超える可能性が出るこ

とから予算の範囲内と改めるものでございます。 

 下の第３項でございます。この第３項では、今回削除された第２項第１号に規定してい

た退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在という説明が今回

削除となったため、改正案で第３項の方に移して掲載しているものでございます。 

 次に、一番下の段落でございます。最下段の第１６条の４について、現行、成績率の算

定を現行最大で一般職員は１００分の１５５、定年前再任用短時間勤務職員にあっては１

００分の６０を超えない範囲で任命権者が定めることとしておりましたけども、これを一

般職員は１００分の１００に１００分の１１２を乗じて得た割合を超えない範囲。定年前

再任用短時間勤務職員にあっては、同様に１００分の４７．５を乗じて得た割合を超えな

い範囲で共に任命権者が定めるという規定でございます。勤勉手当の成績率については、

正職員にあっては、１２％を超えないというような規定に替わってございます。 

 １３３ページに戻っていただきまして、附則でございます。この条例は令和５年４月１

日から施行するものでございます。 

 以上、議案第２０号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、提案理

由の説明をさせていただきました。ご審議の上、ご決定いただきますようよろしくお願い

申し上げます。 

〇副議長（西山由美子君） 次に、議案第２１号 国民健康保険条例の一部を改正する条

例の制定についての提案理由の説明を求めます。議案書１３５ページです。 

 福祉保健課長。 

〇福祉保健課長（今田朝幸君） 議案書１３５ページをご覧ください。 

 議案第２１号 国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説

明をさせていただきます。 

 国民健康保険条例（昭和３４年条例第６号）の一部を改正する条例を次のように制定し

ようとするものであります。 

 下の説明欄にありますように、健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴い、

出産育児一時金の支給額を引き上げるため、国民健康保険条例の一部を改正しようとする

ものであります。 

 現行の出産育児一時金は基本額４０万８千円と加算額１万２千円の合計４２万円が支給

されておりますけども、令和３年度の平均出産費用は帝王切開等を除く正常分娩でおおよ

そ４７万円と出産育児一時金の額では足りない状況となってございます。社会保障審議会

医療保険部会が昨年１２月にまとめました議論の整理において、令和４年度全医療施設の

出産費用の平均額の推計等を勘案し、令和５年４月から全国一律で５０万円に引き上げる

べきとされたことを踏まえまして、出産育児一時金の基本額を現行の４０万８千円から８

万円引き上げ４８万８千円とし、加算額を含めた支給総額を５０万円に引き上げるもので
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ございます。 

 それでは、記以下について、説明させていただきます。 

 国民健康保険条例の一部を改正する条例。 

 国民健康保険条例（昭和３４年条例第６号）の一部を次のように改正する。 

 第７条第１項中、これは出産一時金についての規定でございますが４０万８千円を４８

万８千円に改めるものでございます。 

 次に、附則です。１項は施行期日についての規定であります。この条例は令和５年４月

１日から施行するものであります。 

 ２項は、経過措置の規定でありますが、施行日前に出産した被保険者にかかる出産育児

一時金の額については、なお従前の例によるものでございます。 

 以上、議案第２１号 国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、提案理

由の説明をさせていただきました。ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

〇副議長（西山由美子君） ここで午後２時４０分まで休憩をとります。 

 

休憩 午後 ２時２５分 

再開 午後 ２時４０分 

 

〇副議長（西山由美子君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

 次に、議案第７号 令和５年度訓子府町一般会計予算についての提案理由の説明を求め

ます。別冊予算書２ページです。 

 副町長。 

〇副町長（森谷清和君） 議案第７号 令和５年度訓子府町一般会計予算について提案説

明をいたします。 

 内容につきましては、事前にお配りしております別冊の「令和５年度訓子府町各会計予

算書」と「令和５年度各会計予算案の説明資料」の２冊によって説明いたします。 

 また、説明の中で、前年度と表現する部分につきましては、令和４年度を、本年度と表

現する部分につきましては、令和５年度を指しておりますので、ご了解願います。 

 それでは、初めに、各会計予算案の説明資料をご覧願います。 

 まず、１ページから３ページまでは、予算案の概要について記載しております。 

 冒頭に記載のとおり本年度は町長改選の年でもあり、町民生活や生産活動に与える影響

を考慮した中で、基本的に政策的予算を除く、経常的経費を中心とした、いわゆる骨格予

算となっております。 

 国の地方財政対策についてはご覧いただくこととし、町の予算編成に触れたいと思いま

す。 

 １ページの中ごろにありますように、本町の令和５年度当初予算は、昨年１１月に予算

編成方針を策定し、国の地方財政対策も勘案しながら予算編成に取り組んでまいりました。

歳出では、各種投資的事業や補助奨励事業も計上するなど、町民生活の実態等を正しく捉

え、将来につながる財政運営を継続するという視点にたち、一般会計では、第６次町総合

計画の将来像を目指した施策の推進、財政健全化を念頭においた一般行政経費の縮減、財
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源確保見通しに基づく予算規模の設定。 

 特別会計では、独立採算を基本とした収支均衡に配慮、中長期の見通しによる健全な財

政基盤の確保などに特に留意し予算編成にあたりました。 

 この結果、２ページの表をご覧ください。 

 一般会計では、対前年度７．５％減の４４億７，３２０万円、以下、一般会計における

予算計上の骨子は次のとおりとなっておりますので、ご覧いただくこととし、４ページの

款別の歳入、歳出の内訳に移りたいと思います。 

 １．一般会計歳入内訳のうち、増減の大きなものとしまして、６款、法人事業税交付金

は、前年度交付見込に基づき見積もり、対前年度１００％の増。 

 ９款、地方特例交付金は、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金

の増を見込み５８．５％の増。 

 １２款、分担金及び負担金は、道営農業基盤整備事業の面事業費の減などにより８２．

８％の減。 

 １７款、寄付金は、ふるさとおもいやり寄付金を前年度と比べ３，２００万円少なく見

込み３６．８％の減。 

 １８款の繰入金については、骨格予算のため、財源不足に充当する財政調整基金の繰り

入れが９，６９７万６千円の減、前年度の消防庁舎通信機器移設と備品整備に対する基金

繰り入れが６，５００万円減となってことなど、対前年度４０．４％の減。 

 ２１款、町債は、消防庁舎等建設事業債および小学校整備事業債、スクールバス更新事

業債がなくなったことなどにより、対前年度４０．７％と大きく減少しております。 

 ２の一般会計歳出目的別内訳でみますと、政策色の強い予算は未計上となっております

ので、減額となっている科目が多くなっており、また、９款、消防費で、消防庁舎建設関

連事業の終了などにより、対前年度３４．４％と大幅に減額となっております。 

 ５ページには、一般会計歳入の自主財源と依存財源の状況、６ページには、一般会計歳

出性質別内訳を載せておりますのでご覧いただくこととし、７ページの各会計人件費調に

移ります。 

 一般会計には、特別職３名と一般職１０１名、合わせて１０４名分、会計年度任用職員

１３１名分、議員および各種委員分を計上。人件費の合計は表の下にありますが、一般会

計で１０億８，４０９万２千円、対前年度１，２９０万３千円の減となっております。 

 次に、８ページには、財政調整基金及び特定目的基金の保有状況を一覧にしたものです

が、表の下から４段目の一番右側にありますように、本年度末の基金保有見込額は、一般

会計の計で４０億２，１３９万８千円となります。 

 ９ページからは、一般会計歳出の投資的事業を、１５ページからは、補助奨励費を、１

９ページからは、扶助費の内訳を、２３・２４ページには、債務負担行為の本年度支出予

定額、２５ページには、社会保障財源に充てる引き上げ分の地方消費税交付金の使途を載

せてあります。 

 それから、４２・４３ページには、投資的事業の実施箇所図を添付しておりますので、

ご覧をいただくこととし、これ以降は予算書によって説明してまいります。 

 それでは、別冊の予算書の２ページをお開き願いたいと思います。 

 議案第７号 令和５年度訓子府町一般会計予算。 
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 令和５年度訓子府町の一般会計の予算は次に定めるものとし、第１条第１項では、歳入

歳出予算の総額をそれぞれ４４億７，３２０万円と定めることとしております。 

 第２項では、歳入歳出予算の款項の区分および金額は、次の３ページから１２ページに

あります第１表 歳入歳出予算によることを規定しているもので、これについてはご覧い

ただくこととし、その内容については、後ほど事項別明細書の中で説明させていただきま

す。 

 次に、２ページに戻っていただきまして、第２条の債務負担行為と第３条の地方債につ

いて定めておりますが、これについても後ほど第２表と第３表で説明させていただきます。 

 次に、第４条では、一時借入金の借り入れ最高額を５億円と定めております。 

 それでは、１３ページをお開きください。 

 第２表は、債務負担行為の内容を載せておりますが、本年度は５件になります。 

 １件目のゴミ収集車更新事業ですが、発注後、納車まで２年間かかることから、債務負

担行為とするもので、期間は令和５年度から令和７年度までの３年間、限度額については

１，７３８万円。 

 ２件目の季節労働者生活資金貸付金利子補給及び損失補償については、期間は令和５年

度から令和６年度までの２年間、限度額は利子補給と損失補償について、それぞれ定めて

おります。 

 ３件目の北海道訓子府高等学校入学生通学支援対策事業は、令和５年度入学生分で、期

間は令和５年度から令和７年度までの３年間で限度額１，０９６万８千円。 

 ４件目の北海道訓子府高等学校修学旅行費支援対策事業は、令和５年度入学生分で、期

間を令和５年度から令和６年度までの２年間で限度額は１０５万円。 

 最後、５件目のスクールバス更新事業は、期間は令和５年度から令和６年度までの２年

間で、限度額は３，１７９万３千円とするものでございます。 

 次に、１４ページの第３表 地方債では、合計９本の起債の目的、借入限度額、起債の

方法、利率、償還方法を載せてあります。起債の目的、限度額、起債の方法、利率、償還

の方法はご覧のとおりですが、限度額の総額は、前年度当初と比べまして１億５，０４０

万円減の２億１，８７０万円となります。 

 次に、１５ページからは、事項別明細になりますが、１５・１６ページは、歳入歳出の

款別の予算額を掲載しておりますので、これは、ご覧をいただくこととし、１７ページ以

降の説明に入りたいと思います。 

 説明にあたりましては、歳入歳出とも新規あるいは特徴的な部分についてのみ説明させ

ていただきますのでご了承願います。 

 また、制度や積算方法等に変更がなく、単に事業対象人数・件数など、年度により基礎

数値が変動するものなど、単純な理由により事業費が増減するものなどは、一部説明を割

愛させていただきます。 

 なお、説明の中で、予算の増減を申し上げますが、前年度、令和４年度当初予算との比

較であります。 

 それでは、歳入の事項別明細書の説明に入ります。１７ページをご覧ください。 

 １款、１項、町民税、１目、個人、１節、現年課税分では、均等割は、納税義務者数２

８人増の２，３９８人を見込み、対前年度９万８千円増の８３９万３千円。 
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 所得割は、平成３０年度から前年度までの５年間の平均課税標準額、ただし農業所得は、

前年度の課税標準額に農畜産物の販売額の伸び率を乗じて課税標準額を算出し、税率６％

を乗じ、収納率９９％として計上しております。 

 譲渡所得も過去５年間の平均課税標準額に税率３％を乗じ、収納率９９％として計上。 

 住宅ローン控除減額分は、前年度実績額に９９％を乗じて算定。 

 この結果、前年度と比べ５，７１４万円増の２億７，５８９万１千円。 

 滞納繰越分４０万円も合わせた目全体では５，７２３万８千円増の２億８，４６８万４

千円を計上。 

 次に、その下の２目、法人では、均等割では、前年度より法人数１２増の１０３法人分

で対前年度４２万円増の１，１８８万円、法人税割では、新型コロナウイルスの影響によ

り業務成績が下降傾向のため、対前年度、課税標準額で６，３９２万７００円減、税額で

５３７万円の減を見込み１，０６１万３千円、目全体では４９５万円減の２，２４９万４

千円を計上。 

 次に、２項、１目、固定資産税の１節、現年課税分は、課税標準見込額で算定した税額

から専用住宅軽減、生活保護等減免、公益利用減免、先端設備軽減分を控除し、さらに９

９％を乗じて算定し、滞納繰越分も合わせた目全体で対前年度４０１万６千円増の２億３，

５３７万円を計上。 

 なお、新型コロナ軽減分１７８万６千円は、後ほど説明しますが、地方特例交付金で国

から補填されることになっております。 

 次に、２目の国有資産等所在市町村交付金は、前年度同額の１０８万３千円を計上。 

 次に、１９ページ、３項、軽自動車税、１目、環境性能割では、課税対象台数を前年度

と比べ約１１台増の４８．２８台を見込み、平均税額２万１，４６１円を乗じて１０３万

６千円を計上。 

 ２目、種別割では、前年１０月末の課税台数を基に算定し、前年度より９３台多い４，

５３５台分、滞納繰越分も含め、対前年度５１万２千円増の２，１１９万６千円を計上。 

 次に、４項、１目、町たばこ税は、前年度より１０万８千本多い５２９万２千本を見込

み、対前年度７０万８千円増の３，４６７万３千円を計上。 

 次に、５項、１目、鉱産税は、年間の産出量を基に算定し６９万５千円を計上。 

 次に、６項、１目、入湯税は、温泉保養センター利用見込人数により算定し、対前年度

５万１千円増の１８８万４千円を計上。 

 次に、２１ページ、２款、１項、１目、地方揮発油譲与税は、前年度同額の１，８００

万円を計上、２項、１目、自動車重量譲与税は、前年度決算見込額と同額の５，５００万

円を計上、３項、１目、森林環境譲与税も、前年度決算見込額と同額の４８８万２千円を

計上。 

 ３款、利子割交付金から５款、株式等譲渡所得割交付金までは、前年度同額計上。 

 ２３ページ、６款、１項、１目、法人事業税交付金は、法人住民税法人割の減収補填措

置として交付されるものですが、前年度交付見込を基に対前年度２５０万円増の５００万

円を計上。 

 ７款、地方消費税交付金から９款、１項、１目、地方特例交付金までは前年度同額計上。 

 ９款、２項、１目、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金は、固
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定資産税のところでも説明しましたが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながら新

規に設備投資を行う中小事業者等に対する固定資産税の軽減措置に伴う減収分を国が補填

するもので１７８万６千円を計上。 

 １０款、１項、１目、地方交付税は、対前年度１千万円増の２２億９千万円を計上。こ

れは、普通交付税で、補正係数および単位費用の改定を見込み個別算定経費および包括算

定経費を算定、また過疎債償還費など公債費の増などにより、対前年度１千万円の増額を

見込んだことによるものでございます。 

 なお、２６ページの特別交付税については、前年度同額の１億３千万円を計上。 

 １１款、交通安全対策特別交付金は、前年度同額の５０万円を計上。 

 １２款、１項、１目、農林水産業費分担金は、道営事業４本分の面事業にかかる受益者

分担金で、事業費の減により対前年度４，８３８万４千円減の６７５万８千円を計上。 

 その下の表、２項、１目、民生費負担金、１節、社会福祉費負担金の老人福祉施設負担

金では、３名の措置者のうち１名は収入階層１階層のため徴収なし、１名は２階層の新規

措置を見込み３か月分で３千円、１名は１９階層で月額２万７，５００円の１２か月分で

３３万円、合わせて３３万３千円を計上。 

 ２節、児童福祉費負担金は、他市町村から本町の認定こども園へ広域入所があった場合

の負担金で、上段は市町村負担金で、北見市から４歳児２名を見込み１１０万５千円、下

段は利用者、つまり保護者負担分ですが、対象未満児が出てきたときに備え、科目計上分

として１千円を計上。 

 ２目、１節、農業費負担金の道営訓子府中央一期地区水利施設等保全高度化事業負担金

９千円、ならびに訓子府中央二期地区の事業負担金１万９千円は、置戸町の受益者分で置

戸町が負担することになります。 

 ２７ページ、１３款、１項、４目、１節、農業施設使用料の牧場使用料は、過去の入牧

実績を勘案し、町内牛を１００頭減の４００頭と見込んだことなどにより、対前年度２４

０万１千円減の１，９５３万５千円を計上。 

 ６目、３節、住宅使用料では、前年度の調定額を基に収納率を乗じるなどして見込み、

節全体で対前年度２２８万１千円減の７，６７０万円を計上。 

 ７目、１節、こども園使用料のうち、こども園保育料では、３号認定保育料徴収対象人

数を前年度比３名増の６名と見込んだことから２６０万９千円となり、節全体で対前年度

１４２万７千円増の２７０万２千円を計上。 

 下の表、２項、手数料は、２９ページに項の計が載っておりますが、前年度とほぼ同額

の１，６９９万６千円を計上。 

 次に、１４款、国庫支出金になります。 

 １項、国庫負担金、１目、民生費国庫負担金、１節、社会福祉費負担金の障害者福祉費

負担金は、訓練等給付費の増などにより、対前年度２６８万７千円増の１億８９６万円を

計上。 

 ２節、国民健康保険基盤安定負担金は、前年４月から未就学児の均等割の５割を公費で

軽減措置していることから、本年度当初予算に４１万１千円を新規計上したことなどによ

り６６万６千円増の７７６万２千円を計上。 

 ３節、児童手当負担金は、３歳以上の児童数の減少に伴い７２０万円減の４，１４０万
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円を計上。 

 ５節、児童福祉費負担金の子どものための教育・保育交付金は、本町から他市町村への

委託入所にかかる国からの負担金で、０歳児２名を見込み、国は１００分の５８．１６を

負担することから２８３万３千円を新規計上。 

 次に、３１ページの２項、国庫補助金になります。 

 １目、１節、総務費補助金のマイナンバーカード交付事務費補助金は、マイナンバーカ

ードの交付事務に必要な経費に対する補助率１０分の１０の補助金で５７万１千円を新規

計上。 

 前年度計上の社会保障・税番号制度システム整備補助金、ならびに新型コロナウイルス

感染症対応地方創生臨時交付金は、本年度未計上となっており、節全体で２，６１６万６

千円減の５０１万５千円を計上。 

 ３目、１節、保健衛生費補助金のうち、母子保健医療対策総合支援事業補助金は、補助

率２分の１で、前年度も計上の産婦健診・産後ケア等分１８万３千円と、新たに低所得の

妊婦の産科初回受診料助成を行うこととし１万円および３歳児健診の視覚検査に屈折検査

を取り入れることとし、その検査機器導入分７３万４千円、合わせて９２万７千円を計上。 

 その下の感染症予防事業費等補助金は、前年度科目計上分の１千円の計上でしたが、本

年度は風疹抗体検査事業費４５万１千円の２分の１、２２万５千円を計上。 

 妊娠出産子育て支援交付金は、妊娠したとき、出産されたとき、それぞれ５万円を支給

するもので、２０人を想定し、事務費合わせて２０１万８千円の３分の２、１３４万５千

円を計上。 

 ４目、１節、住宅費補助金、公営住宅整備事業費補助金は、幸栄団地１棟４戸改修、改

修工事耐力度調査、動産移転４戸の分として８５０万３千円を計上。 

 ２節、道路橋りょう費補助金には、大型除雪ロータリー更新に対し４，１２０万１千円

と雪寒指定路線除雪事業に対し１１０万円、合わせて４，２３０万１千円を計上。 

 ３項、委託金の計で５４９万円減となっているのは、１目、２節、選挙費委託金に前年

度計上の参議院議員選挙委託金５４２万２千円がなくなったことなどによるものでござい

ます。 

 次に、１５款、道支出金です。 

 １項、道負担金では、１目、民生費道負担金の１節、社会福祉費負担金の障害者福祉費

負担金が、訓練等給付費の増などにより対前年度１３４万４千円増の５，４４８万円とな

りましたが、３４ページの中段にあります４節の児童手当負担金が、児童数の減により対

前年度１，８００万円減の９３０万円となるなどの増減があり、１項、道負担金全体で３

２万１千円減の１億５０３万円を計上。 

 下の表の２項、道補助金になります。 

 １目、１節、総務費補助金の森林環境保全整備事業補助金のうち、町有林では、造林面

積、間伐面積の減などにより対前年度４６６万８千円の減、一方、保安林は、人工造林の

新植実施などにより２２１万５千円増となり、差し引き２４５万３千円減の１，３７４万

７千円の計上。 

 ３６ページになりますけども、一番上の北海道合板製材集成材生産性向上・品目転換促

進対策等事業補助金は、合板・製材工場に原木を低コストかつ安定的に供給する路網整備
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に要する経費に対し補助されるもので、常盤町有林の林業専用道開設工事を対象とするも

ので４，８５１万円を新規計上。 

 中段になりますが、３目、１節、保健衛生費補助金の出産・子育て応援事業補助金は、

妊娠・出産時それぞれ５万円を支給する事業に対し、６分の１を道が負担するもので、３

３万６千円を新規計上。 

 ４目、１節、農業費補助金のうち、中段の農業次世代人材投資資金は、前年度２名分で

したが、本年度１名分として１５０万円を計上。 

 ２行飛びまして、農業水路等長寿命化・防災減災事業交付金は、新井山川耕作橋設置工

事に対する交付金で、事業費２千万円の７３％、１，４６０万円を新規計上。 

 ２節、林業費補助金の豊かな森づくり推進事業補助金は、民有林の人工造林に対する道

の単独補助で、本年度は３０１万７千円を計上。 

 ５目、１節、社会教育費補助金の学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業

費補助金は、放課後の子ども活動ならびに地域学校協働本部事業に対する補助で、本年度

は８４万４千円を計上。 

 ３７ページにかけての３項、委託金は、前年度と同じ内容となっており、項全体で、対

前年度２４万１千円増の１，４８３万７千円を計上。 

 次に、１６款、財産収入になります。 

 １項、２目、１節、利子および配当金のうち財政調整基金利子は、備荒資金組合超過納

付金の配分率が前年度の０．２７％から０．６％に引き上げとなったことなどから、対前

年度２６４万円増の４５９万９千円を計上。 

 ２項、１目、１節の生産物売払収入は、町有林皆伐の材積が増、一方、保安林は、間伐

による材積が減、節全体では４４万２千円の増となっております。 

 ３９ページの１７款、寄付金になります。 

 １項、２目、１節、総務費寄付金のふるさとおもいやり寄付金については、前年度の実

績見込みに基づき、対前年度３，２００万円減の５，５００万円を計上。 

 次に、繰入金になります。 

 １項、基金繰入金のうち、１目、財政調整基金繰入金については、一般会計予算の財源

調整分として２，８２５万４千円を計上。 

 ２目、社会資本整備基金繰入金では、道営山林川地区水利施設整備事業に５千万円など

５本の事業に７，４０２万円を。 

 ３目、産業後継者育成基金繰入金では、農業担い手育成事業補助金に４０万円。 

 ４目、地域活性化基金繰入金では、ネットワーク強靭化システム機器更新事業に２千万

円、乳幼児の視覚検査機器購入事業に７３万４千円、合わせて２，０７３万４千円を。 

 ５目の鉄道跡地整備等基金繰入金では、バス通学定期運賃補助金に７００万円。 

 ６目、減債基金繰入金では、ソフト事業に充てた過疎債、スポーツセンター建設で借り

入れの過疎債、消防庁舎建設で借り入れの緊防債など、交付税措置分を除いた実質の町費

負担分の起債償還費に７，４７６万４千円を。 

 ７目、ふるさとおもいやり基金繰入金では、訓子府福祉会補助金の一部に１，２００万

円など４本の事業に２，８００万円。 

 ８目、森林環境譲与税基金繰入金は、林業振興一般事業に２７万７千円、民有林管理推
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進事業補助金に２１３万３千円、森林環境保全整備事業補助金に１２７万２千円、合わせ

て３６８万２千円を繰り入れるものでございます。 

 次に、２項、他会計繰入金は、後期高齢者医療特別会計ならびに介護保険特別会計から

の繰入金として、合わせて４９６万８千円を計上。 

 ４１ページの１９款、繰越金から２０款、２項、町預金利子まで、前年度同額を計上し

ております。 

 表の四つ目の２０款、３項の２目、中小企業振興資金貸付金元利収入は、中小企業に貸

し出す運転資金、または設備資金の元利収入ですが、金融機関への預託金を本年度は３千

万円から４千万円に増額することに伴い、収入でも１千万円増額計上するものです。 

 一番下の表の４項、１目、受託事業収入では、１節の後期高齢者医療広域連合受託事業

収入には、健康診査や高齢者の保健と介護予防の一体的事業等の事業分として８０９万９

千円を、２節の畜産担い手育成総合整備事業収入には、受益者からの草地整備等事業委託

金５８９万円を計上。 

 次に、４３ページ、５項、５目、雑入のうち、右側の説明欄の上から６行目の市町村振

興宝くじ収益金交付金については、前年度収入見込みにより８０万円増の４１０万円を計

上。 

 下から３行目の経営継承・発展支援事業補助金は、地域農業の担い手の経営を継承した

後継者が、その経営を発展させる取り組みを国と町が一体となって支援する事業補助金で

すが、国からの分は、全国農業会議所から交付されるため、雑入で受けるもので３００万

円を新規計上。 

 次に、２１款、１項、町債になります。 

 説明欄の事業債の後の括弧書きが起債の種類となっており、１目から５目までの事業債

は全て過疎債で、合計１億９，７７０万円、６目、臨時財政対策債は、地方財政計画を基

に算定し２，１００万円を計上、４５ページに項の計がありますが、対前年度１億５，０

４０万円減の２億１，８７０万円を計上しております。 

 以上で歳入の説明を終わります。 

 

    ◎散会の宣告 

〇副議長（西山由美子君） お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ散会いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

〇副議長（西山由美子君） 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれにて散会することに決定いたしました。 

 明日は午前９時３０分からです。ご苦労さまでした。 

 

 

散会 午後 ３時２３分 


